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議 事 日 程 第 ３ 号

９月９日（水）10時開議

日程第１ 市政事務に対する一般質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成21年９月武雄市議会定例会一般質問通告書

順番 議 員 名 質 問 要 旨

６ 27 髙 木 佐一郎

武雄に未来はあるのか ～樋渡市長の戦略を問う～

１．市民生活の現状認識と市民負担

２．将来の財政見通し

３．行財政改革
～変えてはいけないもの、変わらなければならないもの

４．武雄の成長戦略 ～次の一手は？

７ １ 上 田 雄 一

武雄市の今後の可能性について

１．消防行政について

２．スポーツ振興について

３．庁舎等活用について

８ 10 吉 川 里 已

１．期日前投票の定着による投票時間の短縮で選挙事務のコ
スト削減を

２．生活道路（繁昌の市道、甘久の市道）と河川（高橋）等
の災害予防の公共工事を

３．不足する特別養護老人ホームの確保を

４．社会教育（公民館）部門の充実強化を

５．合併して４年目、武雄市の財政（台所）事情と今後の行
財政運営の見通しは

９ ９ 山 口 良 広

１．水害対策について

２．観光振興について

３．農業問題について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

開 議 ９時59分

○議長（杉原豊喜君）
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おはようございます。前日に引き続き、本日の会議を開きます。

一般質問に入ります前に、きのうの５番大河内議員の一般質問の答弁で、執行部より一部

訂正の申し出があっておりますので、これを許可いたします。前田営業部長

○前田営業部長〔登壇〕

おはようございます。昨日の５番大河内議員の質問に対しまして、その中で宅地開発の開

発行為の基準の中で、ことしの７月１日に指定を受けました山内町と北方町の一部でござい

ますが、準都市計画区域につきましては、都市計画区域と同様に3,000平米以上について開

発許可を受ける必要があるということでございます。

以上、訂正します。

日程第１ 一般質問

日程に基づきまして、市政事務に対する一般質問を続けます。

日程から見まして、本日は９番山口良広議員の質問まで終わりたいと思います。

それでは、通告の順序に従いまして、27番髙木議員の質問を許可いたします。御登壇を求

めます。27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

皆さんおはようございます。昨日の一般質問に続きまして、私の質問をさせていただきま

す。

今回、総選挙がありました。自民党の大敗、そして、民主党の大躍進ということになりま

して、いよいよ政権が変わるということであります。これは私が考えるに、民主党が自力で

勝ったというよりも、自民党が勝手に負けたというのが私の感想であります。国民の間には、

格差や医療、年金などの福祉と所得の再配分に係る自民党政治の政策への不満、そして、不

安が蓄積をいたしておりました。象徴的には、小泉前首相の骨太2006ですね、骨太の方針で

すね、財政再建のために社会保障費を５年間で１兆1,000億円、毎年1,200億円を削ると。本

来、経済弱者への所得の再配分である社会保障費を、削減のメーンに置いたというところで

あります。このことは、選挙にかかわる各種世論でも、端的に示されておりました。これだ

けの不況下にあっても、有権者が最も重視する政策は何か、それは年金社会保障でありまし

た。結果として、やはり自民党の不況対策に期待するよりも、年金、医療を初めとする福祉

政策の立て直しを国民が選択したということが結果ではないかというふうに思っております。

政治に求められるものは、人々の生活を再建し、生活を守る政策の実現であり、人々の生

活の暮らしの実情、現実から目をそらさない政治であるというふうに思っております。

翻って、この武雄市を見ますと、樋渡市長は水道料金の引き下げ、あるいは就学前の子ど

もの医療費無料化──一部負担はありますけれども、そのことを実現しました。今回は、固

定資産税の軽減を議会に提案されております。市民の生活に視点を置いた市政運営だと評価

をすることができるというふうに思っております。そういう意味では、今回の総選挙の一つ
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の結果を、やはりこの武雄市においても教訓化し、さらなる市政の前進を図っていただきた

いというふうに思っております。

そういう中で、やはり一番大きなものは、貧困の問題というふうに思っております。昨年

末のいわゆる派遣村が大変大きくクローズアップされました。そのスローガンは、反貧困と

いう言葉でありました。世界第２位の経済大国を誇っているにもかかわらず、貧困が大きな

社会問題化をする、これだけの関心を集める背景には、本当に多くのごく普通の家庭にも貧

困に対する不安が広がっている、そのことのあらわれではないかというふうに思っておりま

す。

貧困について具体的な規定をいろいろ調査しましたが、残念なことに、今の日本では、貧

困が何かということを規定する、そういう資料はありません。統計がありません。国の政府

がとっていないんです。そういう中では、本当にどういう状況に市民、国民があるのかとい

うのを武雄で比較することができないわけでありますけれども、その中で唯一見えるのが、

市民税にかかわる所得調査であります。

武雄市も市民税にかかわって、その税金の基礎となる所得の調査をされているようであり

ます。昨日、22番平野議員もそのことを数字的に取り上げられました。そういう中で、私は

ちょっとひとつ、このことについて武雄市はどのように評価といいますか、考えられている

のかということですよね。具体的に数字を重ねて言うというのは、ちょっとあれなんですけ

れども、平成21年度給与所得の収入金額等に関する調べというのがあります。これは、国が

地方自治体にそれぞれ調査をするということで、調査報告を上げろという、そういうもので

ありますが、所得、給与所得の関係でいくと、１万7,680人、これは平野議員がおっしゃっ

た数字と同じだと思うのでありますけれども、実、所得階層の300万円以下という方が8,879

人もいらっしゃるわけですね。そういうことを考えると、所得、給与所得の半分近くの方が

300万円以下の給与所得ということになっているようであります。そういう面では、武雄市、

大変厳しい、雇用も含めてでありますが、経済状況ではなかろうかというふうに思っており

ます。

そういう中で、市民負担にかかわる問題についてお尋ねをしたいと思います。

市民負担というと、公的な部分では税金以外にも水道料、下水道使用料、保育料、市営住

宅使用料、それから国民健康保険税、介護保険料などの公的な料金があるわけであります。

その料金設定に当たっては、そのサービスの目的によってそれぞれで決められております。

しかし、いずれの場合も共通する基礎的な考えがあるわけでありまして、それは一人一人の

市民の負担能力ということがあるわけであります。所得の少ない人には、より負担を軽く、

いわゆる応能主義であります。とすれば、市民がいかなる経済状況にあるのか、その見きわ

めというものが大変重要になってくるわけであります。昨日の一般質問の中にも市税の滞納

の話が出ておりました。いわゆる市税を滞納するということは、そのこと自体は市財政にと
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っては大きな問題でありますが、逆に市民サイドから見ると、本当にそれだけの課税をされ

た部分を支払っていけるという、その能力そのものをやはり十分見きわめなければならない

というふうに思うわけであります。

そういう意味で、今回、市民税のうちに固定資産税の税率を引き下げるという、税負担を

軽くするということは、私は政治家として勇気のある決断だというふうに思うわけでありま

す。しかし、反面、固定資産税を引き下げるによって、武雄市の財政にも大きな影響が出て

くるわけであります。何でも負担は少ないほうが、低いほうが、軽いほうがいいわけであり

ますけれども、しかし、その負担についての見きわめというのは、どこをどういうふうに負

担していただくのかというのは、大変大きな判断のポイントになるかというふうに思うわけ

であります。

今回、そういう面では固定資産税の引き下げを提起されている、議会に提出されていると

いう、その真意といいますか、本意といいますか、市民の経済状況を含めて、市長はどのよ

うにつかんでおられて、それについて、なぜそういう形で出されているのか、その真意をお

聞きしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

御答弁申し上げます。

まず、固定資産税の引き下げにつきましては、もともと私が市長選に──２回市長選があ

りましたけど、最初の市長選のときに、公約の目玉として、県下一高い固定資産税の引き下

げを検討するということを申し述べました。したがいまして、これは民主党の言うマニフェ

ストの実行動という側面がまずあります。

それと、もう１つあります。まさかあの時点で、これは議員各位も同じだと思いますけれ

ども、こんなに景気が悪くなるというのは夢にも思っていなかったということから、ますま

すこれはやらなきゃいけないということで、生活支援の側面があります。きのうの平野議員、

そして、先ほどの髙木議員のお話でありましたように、データで言うと、武雄市の200万円

未満、以下の所得の方々が4,897人いらっしゃいます。これは率に直すと27.7％という、４

人に１人強の方が、こういう低所得の層になっておられるということからすると、やはりそ

れでも払わなきゃいけないというものについては、それは下げる必要があるだろうと。これ

は異論はあるかもしれませんけれども、水道料金の引き下げ、私はライフライン、生命に直

結するものとして、これも上げておりましたけれども、よくよく考えてみると、この固定資

産税というのは、払わなきゃいけないと、だれしもが払わなきゃいけないという観点からす

ると、これは水道料金と同じ位置づけができるだろうという観点から、繰り返しになります

けれども、生活支援という側面、そして、とりもなおさず企業の皆さんたちが固定資産税を
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なかなか払い切れないという声も多数寄せられています。したがいまして、生活支援、企業

支援の観点から、今回の固定資産税の引き下げを議会に御提案申し上げるところであります。

いずれにいたしましても、これはちょっと広範な議論が必要だと思うのは承知しておりま

す。庁内でもこれは激論がありました。その中で、政治的判断として今回出させていただい

たということを付言させていただきます。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

固定資産税、税の負担が軽くなるということは、本当に市民にとってはだれしも賛成をす

ることであります。これについて反対をするということは、ほとんど私の知る限りではあり

ません。そういう面では、一つの政治的な見識だというふうに思うわけでありますが、一方

では経済的な状況から、武雄市財政そのものもやっぱり大きな影響が出てくるのではないか

というふうに思うわけであります。

そこで、簡単にですけれども、前に水道料金の引き下げを行いました。これについて、影

響が現実にどのように出てきているのかということを、まずお聞きしたいというふうに思い

ます。

水道料金、私も実を言うと、水道料金を払うのが、いつも徴収に見える方とお話をするん

ですけれども、やっぱり、前は１万円持って、おつりを待っていたら、おつりが来なかった

というときもあるんですよね。それぐらい高かった。今はもう五千円札を出せば、何とか水

道料金にはなるという状況になっております。そういう意味では、個人的には非常に助かっ

ているわけでありますけれども、その辺で市全体の水道の会計に関して言うと、影響はどの

ように出てきているのかということをお聞きしたいと思います。

それからもう１つ、水道は加入金というのをしておりました。10年ほど前ぐらい、新たに

加入金という制度をつくりました。これについて、累計が今どれぐらいになっているのか、

その点についてお尋ねをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

宮下水道部長

○宮下水道部長〔登壇〕

おはようございます。まず、水道料金の引き下げの件でございますが、水道料金につきま

しては、平成20年の５月分の料金、つまり平成20年の４月使用分から引き下げを行っており

ます。この引き下げの率でございますが、平均しますと13％の削減になります。引き下げ前

の従前の料金につきましては、合併前のそれぞれの水道料金でございましたので、一律に言

うことはできませんが、平均しますと13％ということになります。これを、標準的な世帯の
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使用料を月に20トンといたしまして計算しますと、年間１世帯につき9,300円の水道料金の

負担減ということになります。一方、水道会計のほうでいきますと、年間１億6,400万円の

減収ということになります。そういった、御家庭への負担減に対して、水道企業会計として

は減収という形になっております。

２点目の、加入金につきましては、平成４年度から加入金を徴収いたしております。これ

につきましては、累計では旧武雄市で１億8,000万円程度になっております。旧山内町で約

4,000万円というふうな形になっていまして、累計でいきますと、税抜きで２億5,500万円ぐ

らいということになります。ちなみに、現在１年間に平均しますと、加入金としまして

1,180万円という加入金の額になっております。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

水道の部分は、本当に市民の皆さんにとっては大変評価の高いものであります。ただ、年

間約１億6,400万円の減収ということでありますと、いわゆる水道会計の運営に差しさわり

はないのかということですね。それは影響しないのかどうか、この点についてどのように判

断されているか、お聞きをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

資料を配付しますので、暫時休憩をいたします。

休 憩 10時16分

再 開 10時18分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き再開をいたします。

宮下水道部長

○宮下水道部長〔登壇〕

失礼しました。それでは、説明させていただきます。

左側の青い部分というのが水道企業会計に対する負担ということで、１億6,400万円の減

収ということになります。この部分をどのように補てんするかということになりますが、こ

ちら側の色がついた階層の部分ですが、下のほうが平成19年度の対応の部分であります。19

年度の分につきましては職員の１名減、あるいは西部広域水道の受水費の単価の削減、委託

料、それから、19年度から政府系の借金をしております利息の──それまでは繰り上げ償還

とか、あるいは借りかえとか、こういうものができなかったわけですが、19年度から高い利

率の借金について、借りかえとか繰り上げ償還ができるようになりました。19年度につきま

しては借りかえをいたしました。こういった利息の負担減と、こういうものが合計6,800万
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円程度になっております。

20年度につきましては、同様に職員を１名、それから臨時職員を１名、あるいは先ほどの

高利率の借入金を一括繰り上げ返済というようなことの部分、それから、委託費を複数年契

約にするとか、あるいは委託内容の精査をするということで、委託料の削減をいたしており

ます。それから、資金の運用ということもやっております。これは前任者のチームがいろい

ろ考えられて、そういう手を打たれたということでありますが、合計しますと、約１億

6,000万円程度ということになります。こういったことで、減収分をコストダウンに努めて

補てんしていくということをやっております。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

今の答弁を聞いて、本当は安心をしたところです。料金を下げた、しかし、それが会計的

なダメージとなって、結局問題を先送りしたということじゃなくて、そこの中で一定の負担

を軽減した分を、いわゆる努力によってカバーしてきてもらっているということについて、

私も市民の一人としてお礼を申し上げたいというふうに思います。

続きまして、会計の問題についてもう１つ、大きな問題が１つ今武雄市にあるのではない

かというふうに思っています。それは国民健康保険税の問題であります。

国民健康保険の事業ですね、これは20年度の決算が今議会にも提出されるようであります。

その決算の資料を見ましたら、平成20年度の単年度の収支が8,943万4,132円。丸めて言いま

すと、約9,000万円の赤字になっているんですよね。国民健康保険の会計の赤字ということ

になれば、端的に言うと、普通、基金を取り崩すとかするような形で赤字を埋めます。まず、

こういう赤字の状況にあるのかどうかということを、まずお尋ねしたいということが１つと、

もし赤字であるならば、具体的にどういう形でそれを穴埋めされるのか、このことについて

お尋ねをしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

おはようございます。

今議員がおっしゃいましたように、国保財政というのは非常に厳しい状況になっておると

ころでございます。平成20年度は、今申されましたように、約8,900万円の不足が生じてい

るところでございますけれども、この主な要因としましては、75歳以上の被保険者が後期高

齢者医療制度への移行による保険税の収納率の低下、それから、保険財政共同安定化事業拠

出金が交付金より超過になったということ、要するに支出が多くなったということでござい
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ます。それから、特別調整交付金も制度改正により、前期高齢者分の調整が行われ、前年度

より歳入減になったということが主な原因でございます。

それから、国保特別会計で我々が今頑張っておりますのは、もともと国保は給付に見合う

保険税の設定が原則でありますが、今後、特定健診の受診勧奨、ふるさと雇用再生特別交付

金を活用した、医療費の抑制のための訪問活動を推進し、医療費の抑制を目指すとともに、

医療費の制度の推移を見ながら、不足分を補うべく、保険税率の検討を含めたところで、国

保運営協議会で議論を重ねる予定でございます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

いろんな制度的な改編が、後期高齢者の制度を含めて今あっていますので、その分の影響

額が出てきているということもあるかと思いますが、基本的に、この会計の内容を見ますと、

要するに保険料として支払いをする負担の部分と、それから、医療費として出ていく部分の、

やっぱり乖離が現実問題としてあるというふうに思うわけです。その基本的なところを手直

ししないと、例えば、いわゆる収入構造を変えないことには、問題解決しないというふうに

思います。今、税率の検討をするということは、一言で言うと、値上げをしますということ

でしょう、ですよね、値上げも検討させていただきますということですよね。わかりました。

今、8,900万円の不足があります。これはどういうふうに対処しているのかというと、前

の議会のときにも出されていましたけれども、要するに平成21年度からお金を持ってくるわ

けですよね。で、20年度にそれを使うという形でしている。しかし、いずれにしろ、翌年度

からお金を持ってきたとしても、8,900万円の赤字そのものは残るわけですよね。それはど

うにかして解消しなきゃいけない。端的に言うと、一般会計から繰り入れするのか、あるい

は一時的に借金をするのか、どういう形で解消するのか。それがやっぱり問題だというふう

に思うんです。この点について、市長はどのようにお考えになっているのか、お尋ねをした

いと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

お答えいたします。

民主党のマニフェストであります。民主党のマニフェストにおきましては、だんだん私も

覚えるぐらい読み込んできましたけれども、まず、後期高齢者医療制度関連法は廃止すると

うたわれております。その文の次に、廃止に伴う国民健康保険の負担増は国が支援をすると

いうことが明記されております。さらに、被用者保険と国民健康保険を段階的に統合し、将

来、地域保険としての一元的運用を図ると書いてあります。福音です。そこで、私はこれを
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着実に進めるためには、今、民主党はかなりやっぱり揺れておられますね。連立の協議であ

るとか、いろいろありますので、ここでやはり政権与党の一画を占められる社民党さんの、

やはり下支えがこれは絶対必要だと思うんですよね。これはさきの議会で黒岩議員を初めと

してさまざまな方から、やはりこれは制度がもうおかしいのではないか、あるいは、一般会

計の繰り出しをすべきではないかと。ただ、一般会計の繰り出しというのは、これは市民の

負担に直結することにもなりかねませんので、あわせて国民の皆様方に薄く広く負担をして

いただくという観点から、これ、国が、私が申し上げていたこの方向性は一緒であります。

ぜひ社民党さんには連立の与党に入っていただいて、地域の声を政権政党にですね。私は社

民党さん──当時社会党でありましたけれども、政権与党のときに私は役所に入りました。

そのときに、やはり与党の役割というのは非常に難しく、また大きいものがあります。地域

の声、こういう声をぜひ社民党さんには的確に届けていただいて、私どもと協力していただ

くことを切にお願い申し上げまして、答弁にかえさせていただきます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

民主党政権、その中でどういう構成になるのか、与党構成がどういうふうになるのかと、

きのうからずっとテレビを見ておりまして、注目しておりましたけど、まだ最終的には、今

の段階では与党構成がどのようになるのかわかりませんけれども、ただ、やはりこの国民健

康保険という医療費に関しては、民主党も私たちも基本的な考え方については違わないとい

うふうに思うんです。地方自治体のサイドから見てもですね。そういう面では、やはり政権

が新たにスタートをするときに、そのことがぶれないように、地方自治体サイドからも、や

はり強硬に申し入れをしていくべきだというふうに思っております。

政権の問題ですから、あとどういう形になるのかというのは、最終的にはまだ確定してお

りませんので、とりあえず今武雄にある問題を、やはり解決すべきではないかというふうに

思うわけであります。

といいますのは、国保会計の状況の中で、１世帯当たりの国民健康保険の調定額というこ

とで、17万4,000円強なんですよね、１世帯当たり。そうすると、国民健康保険というのは

非常にやっぱり、応能応益比がありますので、すべてが17万円払っているということではあ

りません。もちろん世帯によっては３割減額とか、幾つかの段階で低所得者に対しては支援

をされております。しかしながら、一般的に、一般家庭を含めて考えるときには、やっぱり

国民健康保険税というのは非常に大きな負担感があることもまた事実でありますので、この

点については、やはり政権がどうなるじゃなくて、こちらからどうすべきだということを、

現場サイドから国なり、今のこれからの政府にどんどん申し入れというか、すべきだという

ふうに思います。官僚主導じゃないということでありますので、そういう面ではここには民
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主党の党員の人が一人もいらっしゃいませんが、ぜひ政権に対しては、地方自治体サイドと

して物を言っていくべきであるというふうに思っております。

ということで、最終的に9,000万円の赤字はどうするのかということについて、まだ結論

が出ておりませんが、くらし部長のほうが何か具体的にそこの分で、こういう会計的な取り

組みができますということがあれば、ちょっとお話をしていただきたい。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

先ほども答弁しましたように、特定健診による病気の早期発見により医療費の抑制、それ

から、特定健診の結果の方のケアということの、医療費の抑制ということを現在、今、考え

ております。ただ、国等に対しましても、九州の知事会、また、国保の都市協のあたりでも

保険財政については要望を行っているところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

きのうも特定健診の話が出されました。21番川原議員のほうから、健診状況はどうなって

いるのかということで詳しく、くらし部のほうから報告をされておりました。目標設定をし

て、それで、それに向けて努力をされている。私もその努力については十分わかっておりま

す。ただ、今まで旧政権時代に、厚生労働省が出してきた方針の中に、この特定健診が65％

でしたかね、いわゆるこれをノルマだというふうに言われて、それに達しないところはペナ

ルティーを出すと。もちろん、65％から上がったところについては、逆にあめを与えましょ

うという話ですよ。しかし、65％という数字は、４年間か５年間で上げろというのは、20％

台でしょう、今は。これを上げるというのは、もう至難のわざですよね。できもしない数値

を、ハードルを上げて、ここまでしたらペナルティーをするという、そういう制度、これは

もうやめてくださいということを国に、県を通してでもいいですけれども、佐賀県の国保で

言ってください。でないと、影響額が5,000万円ぐらいでしたかね、ちょっと聞いたところ

によると、国の支出金を5,000万円ぐらい削られるというんですね。そうなると、5,000万円

も削られるとなると、今の状況どころじゃなくて、破綻につながってくるわけでありますの

で、その点については十分申してください。市長も、ぜひ、何らかの機会がありましたら、

ぜひそういう設定の仕方は間違いだということを伝えていただきたいというふうに思います。

それでは、３点目の財政の見通しについてお尋ねをします。

財政の見通しについてということで、平成20年度の決算状況は、実質単年度収支で６億

1,300万円の黒字だということであります。武雄市の財政の問題点というのは何かというと、

財政基盤が非常に弱いということですね。前のときに、ちょっと資料を持ってきておりませ
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んが、同じ人口５万人前後の市が130ぐらいありました。その財政力をずっと表にしたこと

があります。すると、武雄市は、当時が財政力指数は0.4幾つかでした。そういう面では、

非常に財政力の弱い市に位置づけられているわけですね。

そういう中で、今回１つだけお尋ねをしたいのは、起債の関係です。起債の関係をどうい

うふうに見ているのかということで見ましたら、地方債が平成20年度の収入に占める割合か

らいくと、地方債が8.5％でした。額にして17億5,000万円。支出のほうで見ますと、地方債

にかかわる部分、元利償還の部分は公債費が14.7％で29億3,000万円でありました。これは

どういうことかというと、元利償還、今は一生懸命お金を返していますと。そして新たな分

の借金を今抑えていますというのが、この数字ですよね。返すのが29億3,000万円で、新た

に借金するのが20年度は17億5,000万円ですから。その差額11億何ぼが、端的に言うと起債

を抑制しているということになるわけであります。

そういう面でいくと、今後の財政的な見通しというのは、大変大ざっぱでありますから、

どのように今考えられているのか。昨日の質問で、武雄市の財政は非常に厳しいのではない

かということが質問をされておりました。確かに厳しいのは厳しいんでしょうけれども、見

通しとしてどういう状況なのか。この起債の状況から見ると、少し借金を凍結するというこ

とじゃないんですけれども、そういう面でいくと、少し借金返しができているのかなという

ふうに思うわけでありますけれども、その辺は担当部としてどのように実感としてあるのか、

その点についてお尋ねをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

今回の御提案させていただいております固定資産税率を1.48％といたしますと、年に１

億2,000万円程度の減収が予想されます。議員おっしゃいますように、この分をどうするの

かということでございますけれども、１つは、現在進めています工業団地等の開発によりま

す……

〔27番「ちょっと質問し直します」〕

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

ちょっと私のほうで急ぎ過ぎまして、大変申しわけないと思います。

今回、固定資産税率を1.55から下げると、標準税率が1.4％でありますので、超過負担を

市民の皆さんにはお願いをしていたと。合併のときも、そのことが大変問題になっておりま

したね。1.55％は、お隣の山内が1.4％ということでありますので、固定資産税率が上がる、
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これは何とかしろという話があっておりましたが、当時の財政的な見通しから考えると、こ

の税率を引き下げるということは、ちょっと市の財政に与える影響が大きいのではないかと

いうことで見送られたようであります。そういう中で、今回、税率を引き下げるということ

になりますので、問題は武雄市の財政に与える影響がどのようなものかということで、ぜひ

その点、影響がどのようなものかということを、ぜひお答えいただきたいということが１つ。

それに対して、私は今、起債の部分を抜き出して言いましたけれども、武雄市の財政力、

財政の状況を考えると、そういう面では新たな借金を抑えて、何とか財政を回しているとい

うことで、これは評価ですよ。新たな借金をしなくても、借金をできるだけ少なくして、財

政を回していくという観点でいくと、これは評価できるのではないかというふうに思うわけ

でありますが、その点どういう状況にあるのかということですね。借金を抑えても影響がな

いのかどうか、その点についてお尋ねをしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

改めて御答弁申し上げます。

まず、財政的な影響というのは、先ほど申し上げましたように、年に１億2,000万円程度

の減収が予想されます。それと、起債に関しましてでございますけれども、起債制限比率が

18％で、現在、武雄市が15.4％程度の公債費比率でございますので、この起債につきまして

は、将来負担ということにもつながりますので、できるだけ起債は抑制しながら、健全な財

政運営に努めてまいりたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

市民負担を軽減する、そのことによって、先ほども言いましたように、市の財政に大きな

影響を与えるということは、端的に言うと、間違った政策だというふうに私は思っておりま

すが、今、部長の答弁によると、起債制限比率その他も考えると、まだ──まだといいます

か、一定の幅がそこにあるのではないかというふうに思っております。そういう面では、ぜ

ひ負担の軽減を図っていただきたい。

あわせて、できれば国民健康保険会計に一般会計からの繰り出しをもう少しふやすことも

できるのではないかというふうに思います。将来的な制度改革がどのようになるかというの

は、市長がおっしゃいましたけれども、いわゆる健康保険の統合をするとしても、地方自治

体それぞれの持っている今の苦しい現状は解決できないのではないかというふうに思います

ので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、行財政改革についてであります。
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１点だけ、これは私の提案をして、行財政改革についての市の見解を求めたいと思います。

水道事業です。水道事業を公営でしなければならないのかどうかということですね。法律

で前はやっぱり、それは市の責任であるということで、明確に規定をされておりましたが、

法律改正もあったように思っております。それはなぜかというと、かつては武雄砂漠という

ふうに言われておりました。これは山内町でもそうですし、山内砂漠という表現のほかに、

北方でもそうであります。いわゆる飲料水の確保、上水の確保に歴代の市長、町長さん、非

常に苦労されております。これはもう時効ですから言ってもいいかと思うんですが、ある町

では法律に違反してでも水を確保したという、そういう経過があるわけであります。

ただ、今、武雄市は合併をしまして、お互いに水源開発をするという中で、水の事業その

ものは達成をしているということであります。さらに、合併によって、水道管をお互いにつ

ないで、一定の配水の部分も新たに統合されているようであります。より効果的な効率的な

配分にされているようであります。

とすると、残るのは、もう端的に言うと、維持管理。新たな水源開発は要らないわけであ

りますので、もう水源開発は要らないということになると、企画的な部門はほとんど要らな

い──要らないと言ったらおかしいんですが、役目は終わったのではないかと。そうすると、

公的な部分から、これは民ということも十分考えられるのではないかというふうに思います。

いろんな手法があるかと思います。民間の指定管理者制度、ああいう方法もあるし、あるい

は佐賀市のガス局ですかね、ガス、あれはもう民間に全部移譲されていますよね。そういう

ことを考えると、何も市の直営でやらなくても済むのではないかと思いますが、この点につ

いてお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

宮下水道部長

○宮下水道部長〔登壇〕

お答えします。

水道の経営につきましては、質問者がおっしゃるように、公がすべてを一切しなければな

らないというわけではございません。法律改正があっておりまして、包括的な委託というこ

とができるようになっております。ただ、現在につきましては、民間事業者がそれを受注す

るというレベルのところが非常に少のうございまして、大体想定されておりますのは、自治

体間同士の受注というのが、この制度改正のときに想定されていたようであります。

現在、武雄市の水道部につきましても、いろんな経営改善ということで、昨年も民間企業

者に提案を求めたところであります。水道事業を分けますと、水をつくる部分と、配る部分

と、お金をいただく部分と、経営全般を見る部分と大きく４つあるわけですが、そのときの

提案された内容につきましては、水をつくる部分というものについてはできるよというとこ

ろは多うございました。ただ、その部分でいきますと、現在私どもの施設は職員４名で５つ
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の浄水場を管理しておりますので、提案の内容は７名ぐらい要るよとかいうことで、現在

我々のスタッフのほうが非常に効率いいことをやっているわけですね。そういうことでござ

いますので、さらに一歩踏み込んで、配る部分であるとかお金をいただく部分ということに

できないかという部分の提案を、現在求めているところであります。

ただ、水道事業につきましては、安全・安心ということが非常に求められておりますので、

そういった部分まで担保できるのかということを含めまして、提案を求めていきたいという

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

民間という、検討されているということでありますけれども、水をつくるという部分につ

いては検討したという話でありました。配る、あるいはお金をいただく、料金徴収含めてと

いうこと。将来的には、多分あと10年もしないうちに、水道事業はほとんど民間事業に私は

変わるんじゃないかというふうに思っています。それは、水をつくる、あるいは配水をする

ことを含めて、今、ある面では、水をどうするのかということについては、かなり変化が進

んできているというふうに。その例が、法の改正があって、包括的な委託については、ほか

の自治体についてはいいということになりました。

そういう面では、ほかに例がないということでありますけれども、武雄市がそういう先進

的というのか、先見的といいますか、部分はやはり取り組んだらどうだろうかというふうに

思うんですよ。成功すれば、佐賀県の水道は全部私のほうでやりますよというぐらいの、１

つの企業を育ててもいいんではないかなというふうに思っております。これは私の夢です。

では、その中で１つあるのが安全・安心という問題でありました。これは１つの別の観点

から、行政として安全・安心を確保することは、私はできるのではないかというふうに思っ

ております。それはそれで、やはり行政の責任でありますので、安心という面では、市の責

任でありますので、その分はまた一つの機構として考えられることができるのではないかと

いうふうに思いますので、やる、やらないは別にして、ぜひ先進的に検討を進めていただき

たいというふうに思います。

最後になります。

成長戦略、次の一手はということで、市長にぜひお尋ねをしたいというふうに思います。

きのう、一般質問が終わりまして家に帰りまして、実は、今、国の国会の状況がどうなっ

ておるだろうかということで、ニュースを見ようと思ってテレビをつけましたところ、ＫＢ

Ｃの番組があっておりました。レモングラスと温泉ということで、テレビに紹介をされてお

りました。こがんして、市長も出ておりました。非常にうれしかったんですよね。やはり武
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雄市が、九州ローカルというか、ＫＢＣですから、福岡県が中心でしょうけれども、そうい

う形でやっぱりいろんな形で紹介をされる。レモングラスということで、温泉も紹介されて

いましたし、それから、食べるほうですね、食も含めて、いわば一体的に紹介をされていま

した。私は、たまたま見たので、そういうあれがあれば、事前にわかるけんが、ぜひ市民の

皆さんにも知らせてほしいなというふうに思いますよ。やっぱりあれを見ると、本当にうれ

しいんですよね。

私は福岡県出身なものですから、友達、友人関係が福岡に多いんですけれども、地元の武

雄市よりも福岡のほうが、実は市長は非常に評価が高い。この前、大学時代の友人が「おお、

武雄は頑張っとるのう」ということを言っておりました。それは市長の実情も余りちょっと

という、非常に褒められると私のほうが面映ゆい思いをしたことがあります。

なぜこれを言っているかというと、レモングラスというのは、きのう質問がありましたよ

うに、レモングラス課をなくすという話に対して、いや、なくさんでくださいということで

議会質問がありました。そういう意味で、非常によかったなというふうに思っております。

レモングラスがなぜよかったかというと、私は、これは熊本の方からこういうお話を聞きま

した。熊本の農産物の名産は、一番は熊本県はスイカだそうです。全国のシェアのトップが

熊本の植木のスイカですね。ところが、これがずっと出荷額、量ともずっと１位だったんで

すね。ところが2006年に、これが１位から２位に落ちたことがあるんです。その理由は何か

というと、スイカをつくる農家の方が少なくなったんですね、植えつけが、という話を聞き

ました。なぜか。スイカが重いからです。一番大きいのは10キロぐらいあるんでしょう。普

通、ちょっと大玉で六、七キロですよね。あれは物すごい重労働なんですよね。あれを収穫

してトラックに積み込んでするというのは、もう10トントラックでしたら、自分のあれを箱

にしたら、指が動かなくなるんです。昔、学生時代に青果のアルバイトをしたことがあって、

トラックいっぱいスイカを熊本から広島まで持っていって、ひどい目に遭いましたけれども、

それぐらい重いから、農家がだんだん軽いメロンのほうに移っていっているんですよね、作

付面積が。その点、ああ、レモングラスというのは軽いもんなと。おじいちゃん、おばあち

ゃんでもできるもんなというふうに思いました。いや、それを聞いたから思ったんですよね。

きのうテレビでは、おばあちゃんが、こう、ガシャガシャとやって、ああ、これだったら子

どもでも十分手伝えるよなというふうに。やっぱり食物というのは、軽い、運ぶ量も含めて、

いかに流通に乗せやすいのかというのが非常に重要だそうです。と、私のいとこが野菜の仲

買をしていますので、そういうふうに言っておりました。あとは規格と軽さ、これがそろえ

ば、一定の作物として成り立つというふうな話をしておりました。そういう面では、大変先

見の明があったなというふうに思うわけであります。

そこで、最後、市長、レモングラスの後は何でしょうか。それをぜひお聞きしたいという

ふうに思っております。今の自分の構想でも結構ですので、次に何を出していくのか。その
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ことに大変期待を持っておりますので、ぜひこの点についてお尋ねをしたいというふうに思

います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

きのうのＫＢＣの「ニュースピア」という番組で７分間、武雄のレモングラスと温泉が流

れて、さすがやっぱりテレビの影響力は物すごかですね。私、ブログがありますけど、一気

にアクセスが1,000以上ふえました。それと、うれしかったのは、きのう、その後に私は武

雄市で県民体育大会のときに、十数人の方々から、見ましたよということで、やっぱり映像

の持つ力というのは大きいなというふうに思いました。そのうちの一人が、今までレモング

ラスは無駄なもんやけん、反対しよったばってんが、あのテレビば見て賛成しますと言われ

て、非常にやっぱりうれしく思いました。

私が思うのは、単に、きっかけなんですね。レモングラスというのはきっかけです。これ

はよく同僚の小池議員と話をしますけれども、やはり農業の営む方々の所得を上げることな

くして、武雄の元気再生というのはあり得ないという観点から、よく話をするのは、じゃあ

どういうふうにすれば所得が上がるんだろうかということなんですね。

私とすれば、まず２つあります。

１つは、米麦、あるいはイチゴ、チンゲンサイ、さまざまつくられている方々を、どうや

って所得を上げるかということを、それはきめ細かく推進していくことが必要だというふう

に認識をしております。これは幾つか方策も考えておりますけれども、これ言うと、もう２

日間ぐらいかかりますので、これは決まり次第話をしたいというふうに思っています。

それともう１つ、レモングラスなんですけれども、これは幾つか声をかけて、まだ、いま

だにうまくいっていませんけれど、食べるレモングラスをぜひ、これ、ごらんになられてい

る農業経営者の方は、これはユーチューブでも流れますので、ぜひ開発をしてほしい。

例えば、バラフです。あれは、例えばコーラを吸わせると、コーラの味がします。ほとん

ど水分やあけんが。あれは、ちょっとしょっぱかでしょう、あれは実は塩分ば吸わせよるわ

けですね。そいけん、しょっぱいと。そいけん、ポカリスエットを吸わせると、ポカリスエ

ットの味がすると。そうすると、例えばレモングラス水を吸わせたら、レモングラスの味が

して、食べれるわけですよね。そうすると、今まで飲む、あるいは香りだったのが、食べる

ということになったら、さっきのメロンと一緒ですけれども、さらに広がっていく。しかも、

バラフでも、今まで例えばバラフって、塩分の味しかありません。それがレモングラスが加

わりますというふうになると、それだけまた市場が広がっていくわけですね。これはぜひ農

業経営者の方は開発を進めていただきたい。これは絶対応援をします。

世の中にサントリーＣＣレモンというのがあります。バラフもレモングラスも、これ入る
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と、ビタミンＢ１の含有率が高くなる。そしたら、ＢＢレモンで売り出そうと。一応サント

リーにはもう了解をとっています。これは県の流通課がまたクレームをつけるかもしれませ

んけれども、いずれにしても、そういうふうに食べる方向に行くと、しかも、レモングラス

で一定うまくいきましたので、それをさらにほかのに連関をしていくということで進めてい

きたいというふうに思っているんですね。

それともう１つ、これはレモングラスじゃありません。３年前に、ここでレモングラスと

言ったことを思い出しますけど、これは実は赤米なんですね。（現物を示す）赤米が黒い。

これ、さっき古川盛義議員と話ばしよったら、真っ黒にもできるという話なんですね。これ

でひらめきました。実は、これ、東京出張した際に、例えば花束を持っていくときとかがあ

ったときに、実は赤米の束、それに花ばつけて持っていく機会のああとですよ。１束6,000

円ですよ。こい幾らやったですか。（「５円」と呼ぶ者あり）５円。ここなんですね。今、

花束の需要というのは、例えば青山フラワーマーケットは鹿島の出身の方がされていますけ

れども、こういうのを、例えば今までは我々は食べるものだけと。これを鑑賞用として出し

ていくということからすると、これが緑のままだったら、さほどインパクトありませんけど、

黒い。赤いけど黒いというふうにして出していくと、すごくやっぱりインパクトがある。こ

れはレモングラスも含めて、そういうふうにフラワーマーケット、花市場にぜひ出していけ

ればいいなというふうに思っています。

そういった中で、ぜひこれは早速、青山フラワーマーケットの社長さんに話をします。要

するに我々としては、さっきの質問の最初にありましたけれども、農業経営者の方々の所得

を上げていくということ、それが私は、何というんですかね、地域の元気につながっていく

と思いますので、やっぱり失敗を恐れずに、いろいろレモングラスのときも言われました。

議員さんからも相当言われましたけれども、やはりリスクは行政がしょって、そして、うま

くいった場合に、もうレモングラスは廃止をいたしますけれども、民間の方々にそれを伸ば

してもらうということが、今、武雄が一定注目されているのかなと。福岡のいろんな人から

も、きのう実は電話があったりメールがあったりしましたけれども、きょうの朝、実は「お

はよう日本」、これは九州版ですけど、イノシシ、４分ですよ、放映をされました。きょう

の夕方の「ＮＥＷＳファイル佐賀」でも放映がされます。「ＮＥＷＳファイル佐賀」で、こ

のイノシシの。そうなったときに、やはりこれがまた次の戦略につながっていくと思います

ので、ぜひ市民の皆さん、これはＮＨＫの宣伝じゃありませんけれども、ケーブルワンを通

じて恐縮ですけれども、ごらんいただければありがたいと思います。私は農業、農業に再度

新しい光を当てて再生していくということを、ここでお誓い申し上げたいと思います。気合

いが入りました。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）
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27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

言葉で、「人をして言わしめよ、我が道を行く」という言葉があります。これは私が大変

尊敬をする経済学者の方の言葉であります。その方は、戦争中に反戦者ということで、ずっ

と刑務所に入れられていた方であります。だれ一人として、当時の状況の中では振り向いて

くれなかったけれども、しかし、やはり信念を通したという言葉であります。「人をして言

わしめよ、我が道を行く」という言葉。今回の選挙結果でもそうです。私も、まさか自民党

政権がこれほどになるというふうには思わなかったですね。つい５年前、あの小泉選挙のと

きには思わなかった。世の中やっぱり変わるんだということは、本当に実感をするわけであ

ります。

政治の世界だけではなくて社会全体も、今まで５年前に考えもつかなかったことが、今実

際に行われていくという、そういうスピードのある世の中でありますので、市長もイノシシ

よりも早く突進をしていただきたい。ただ、やっぱり余り早くし過ぎてもいかんわけであり

ますので、多聞第一という言葉も言われておりますので、スピードを持ちながら、しかし、

片一方では多聞第一、この２つをぜひ車として今後も進んでいただきたいということを要請

しまして、質問を終わります。

○議長（杉原豊喜君）

以上で27番髙木議員の質問を終了させていただきます。

次に、１番上田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

おはようございます。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、私、上田雄一

の一般質問をさせていただきます。

先ほどの市長の答弁の中にありましたＮＨＫの放送で、親指サイズぐらい映っていた上田

雄一でございます。

早速、皆さんこの一般質問において、たくさん触れられている中で、去る８月30日の政界

の歴史的な日を迎えることとなったわけでございます。総選挙の結果、与野党逆転となり、

自民党政権から民主党政権へ政権交代という、国政が大きく変化することになり、私ども、

この武雄市においても、今回の選挙結果というのは少なからず影響されることになると思う

わけでございます。これまで着実に進められてきた政策がどのように変わるのか、また、こ

れからどのような政策が行われるのか、今後の政局の動きに注意深く見守っていく必要があ

るのは、言うまでもありません。

ただ、私個人的な感想を言わせていただくと、今回の総選挙、これまで以上に子どもたち、

そして、子どもを育てる親にかなり目が向いてきたんじゃないかなというのは率直に感じて

います。大変喜ばしいことであり、さまざまな社会問題の根底には、少子化というのがある
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と私は考えておりますので、今後の国政のほうも注意深く見守っていきたいと思います。

そういう中で今議会が始まったわけでありますけど、その少子化対策の一環といいますか、

今議会補正予算で出されております不妊治療費の助成の拡充について、実際その不妊治療を

行っておられる方からの御相談もいただいたりしております。本当に大変な思いをされて、

ただ、夫婦一生懸命になって頑張っておられる、その思いというのが、今議会に補正予算と

して上がっていることは、本当に喜ばしいことだと思っております。

それでは、早速質問に入りたいと思います。

今回、消防行政について、そして、スポーツ振興について、それから、庁舎等活用につい

て、以上３項目を通告しております。

まず、第１点の消防行政についてであります。

去る７月下旬に起きました豪雨による水害については、皆さん御承知のとおりだと思いま

す。被災されました皆様におかれましては、まずもってお見舞いを申し上げるところでござ

います。被災地の一部を除いては、皆さんの努力で既に復旧され、日々の生活を取り戻して

おられることと思いますが、まだ営業が再開できていない商店もあると伺っております。早

く以前の生活に戻れるよう願う次第でありますが、今回の洪水、水害、平成２年の大水害以

来、19年ぶりの大きな水害であったと伺っております。

こうした災害については、昔から消防団の重要任務の一つであります水防活動がありまし

て、今回も御尽力されました消防団の皆様には、この場をかりて御礼申し上げるところでご

ざいます。消防団の皆さんは、いろいろな被災場面を想定しての訓練をされていると思いま

すが、そうした中で、現実に水防活動を行う上で、さまざまな反省点などが見えてきたので

はないかと思います。既に答弁いただいておるところもあるかと思いますけど、教訓を生か

して、次の災害に備えることが必要だと思いますので、今回の水害での反省点を改めて御答

弁をお願いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

これ、幾つか切り分けてお話をしたいと思います。

まず、消防団の皆様方に対しては、24日夜半から27日まで延べで720名の方々に参加をし

ていただきました。本当に、何人か、かなり多い方々とお話をしましたけれども、やっぱり

徹夜、もう２日続けて徹夜という方々もいらっしゃって、もう本当に心から感謝をしたいと

いうふうに思っております。現場レベルでも連絡調整はうまくいっておりましたし、少なく

とも知る限り、私のレベルだと、大坪団長さん、古賀副市長、そして私で緊密に連携をとっ

ておりまして、あらゆるレベルで連携がとれていたということで、消防団の皆様方に対して

は反省する点どころか、もう感謝することだけであります。
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翻って、本部、行政側で申し上げますと、やはり早いところの情報は、橘町とかは物すご

く早かったんですね。ですが、これ、地域名は申し上げませんけれども、一体どうなってい

るんだというところの、情報の伝達のスピードにかなり差があったなというふうに思います。

やっぱり早かったのは橘町、あと高橋ですね、朝日町の高橋、南上滝、北上滝、これは非常

に早うございました。ですので、そういう意味での、我々の情報の吸収力ですよね、吸収力

に一定ばらつきが見られたと。

それともう１つが、これはさきの質問でお答えいたしましたけれども、情報の共有が一部

ちょっとうまくいかなかったという部分がありました。だから、情報面で、合格点はいって

いると思いますけれども、そこでできなかった部分はちょっと検証したいと。

終わりになりますけれども、これも申し上げましたが、備蓄の点で、ちょっとやっぱり机

上の空論に近い部分があったというふうに思っています。ともすれば支所単位とか、あるい

は大きい公民館単位で備蓄を置いていたんですけれども、例えば橘の集会所に私が参ったと

きに、そこに行けないわけですね、もうボートじゃないと。そしたら、やはりそこの集会所

に一定ちょっと置いておいたほうがよかったねということを、これは地域の山﨑議員を初め

として、いろんな方々からアドバイスをいただきましたので、これは実践面としてきちんと

応用したいというふうに思っています。

以上が大きな反省点であります。いずれにいたしましても、議員、そして消防団の皆さん

たち、特に本当に御協力していただいたことは、この場をかりてお礼を申し上げたいと思い

ます。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

今、市長から答弁いただきました内容は、私もいろいろなほかの消防団の仲間の皆さんか

らも聞いた話と、ほぼやっぱり一致する部分がありまして、常襲地区においては本当に素早

い連絡体制がもう確立されていると。ただ、私も現在消防団の一団員でありまして、既に在

籍して十数年になるわけですけれども、正直言いまして、水害にて出動したのは私は初めて

の経験だったわけですよね。そういう中で、先ほど言いましたように、常襲水害等がある方、

さらには、自主防災組織が確立されている地域の皆様というのは、もう迅速に対応されたこ

とと思うんですけど、そういう水防活動の経験者などがおられる消防団、部などは例外とし

て、例えば私どものような武雄町の消防団の中でも、やっぱり水防活動に出るような災害場

面というのは、これまでがやっぱり極力少なかったわけですよね。そういう中で起きた水害

というので、結構やはり武雄町内でもかなりの水がたまっている場所とかが結構出て、満潮

と重なったというのもあるんでしょうけど、そういう中で起きた水害でしたので、我々はも

う命令を忠実に遂行することで頭がいっぱいやったわけですよ。私個人として感じたのが、
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連絡系統が的確だったかどうかという反省があるように思ったわけですね。

先ほど申し上げたように、自主防災組織というのが確立されているところは、もちろんい

いと思うんですけど、私たちは消防団として出動命令によって動いていた、これが例えば地

区の区長さんであったりとか、各区の世話人さん、公民館長さんとかいろいろ、いろんな世

話人さんがおられるかと思うんですけど、そういう方に周知ができていたのかなと。今回、

水害の日が週末ということもあって、会社が休みだったり、比較的多くの現役消防団の皆さ

んが動けたのかなと思うんですけど、これが平日やったらどうなんだろうかなというのも、

ちょっと心配になる部分もあったわけですね。こうした面から考えると、週末襲ってきたと

いうことで、幸いにも人員はそれなりに確保できて、活動していただけたと思うんですけど、

やはりある方、行政区の世話人的な方とちょっとお話をする中で、消防団が出動してくれた

こと自体を知らなかったので、お礼すら言っていないと。私たちもできることがあれば手伝

うべきだったのに、消防団の皆さん申しわけなかねと、お疲れさんでした、ありがとうござ

いましたという言葉をいただきました。

私としては、そういう気持ちを持っていただけただけでも十分かなと思うんですけど、実

際水防活動をしていく上で、確かに市民の皆さんの手伝いというか、協力がいただけるので

あれば、少しでもより多くの市民の財産を守ることができたことがあったというのは、実際

ちょっと感じたわけですね。というのも、武雄町内も先ほど申し上げましたように、かなり

の水深になった道路等がありまして、結構主要道路もかなりの深さになっていたわけですよ。

車を運転されている方は、大丈夫やろうと思って、水の中に突っ込まれていきよんさって、

実際入ってみたら、物すごく深かったということで、そのまま車がそこでもうストップして

しまったというのも、現実に私たちも土のうをつくったり運んだりという活動をずっとして

いたら、そういうケースも見たわけですね。例えば、そういうときにもやっぱり通行どめと

する場所──通行どめをできるかできないかというのも、もちろんあるかとは思うんですけ

ど、やはり２次災害を食いとめるのに、どうしても町なかの道路とか、小さい路地ももちろ

んですけど、対応がおくれがちになると思うんですよ。ただ、こういう場所は例えば各区の

役員さんとか市民の皆さんにお手伝いしていただいて、例えば手書きでもよかけんが、看板

ば立ててもらったりとか、消防に通報して、そこはもうかなりの深さになっておるとか、そ

ういう連絡体制というか、防災連絡等がつくような段取りができれば、そういう被害も防げ

たんじゃないかなと思うんですけど、これについていかがお考えでしょうか、御答弁願いま

す。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

もうそのとおりですね。ですので、ただ、それはアナログの分野では、なかなかやっぱり
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聞こえたり意識がどうこうと、かなりやっぱり動揺するんですよね。私自身もそうでしたの

で、それはよくわかります。したがって、こういった不備を解消するために、今回ＭＣＡ無

線を利用した防災行政無線を整備しようというふうにしていますので、今回、上田議員から

ありましたような、なかなかうまくいかなかったという部分もうまく検証して、これを今度

の防災無線にちゃんと生かしていくということで、活用していきたいと思います。御指摘あ

りがとうございます。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

ありがとうございます。今月の市報とか、さまざまな方のブログ等を通しても、この被害

の甚大さというのは、もう皆さん御周知のとおりだと思うんですけど、特にひどかったのが、

赤穂山のトンネルのところだと思うんですね。がけ崩れ。あれほどの大災害においても、幸

いなことに、人的被害というのはなかったわけですね。それもやはり地元の消防団を初めと

する川良区の皆さんとかが、泥水の流出に気づいて危険を察知されて、通行せんほうがよか

よと、通る人にも注意を促していただいたおかげだと聞いているわけです。もうやはり市民

の皆さんにおいても、まさかあの場所がと考えるのもやっぱり当然かなと。でも、災害とい

うのは、やっぱりまさかの連続であることを考えると、常日ごろの危機管理が必要だと再認

識した次第でありますので、先ほどの御答弁があったように、今回の災害をとにかく教訓に

生かして、いつ来るかわかりませんけど、次の災害にやはり備えるべきだと考えております

ので、そこら辺の対応はぜひよろしくお願いします。

続いて、消防行政の２点目ですけれども、これはさきの６月議会において可決されました、

独居老人、高齢者世帯への住宅用火災報知器の交付についてであります。

これは御存じのとおり、住宅火災による犠牲者をなくすために消防法が改正され、全国一

律に住宅用火災報知器の設置が義務づけられたものであります。平成18年６月１日に施行さ

れ、既存住宅においては５年間の猶予期間を設けられておりましたので、最終期限は平成23

年の５月31日、残すところあと１年半ほどとなっております。そういう状況下での火災報知

器の普及を目的とする市の施策というのは、大変喜ばしいことであり、市民の皆様の生命を

守るために、有効なものだと考えております。

そこで、６月議会で可決されたものの、その後の具体的なスケジュール、その方法、対象

者ですね、そういったのが、なかなか私どもの広報の不足と言われると、そうなのかもわか

りませんけれども、見えてこない部分があると、高齢者の皆さんなどから御指摘をいただい

ております。これについて、ぜひ現状の状況を御答弁願いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長
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○樋渡市長〔登壇〕

お答え申し上げます。

この施策の参考になったのは大町町さんなんですね。大町町さんが全世帯に無料配布する

ということで、これを町長さんから聞いて、これは多聞第一、武雄でもぜひやらなきゃいけ

ないと。ただ、武雄の場合はちょっと人口が大町町と比べると、御案内のとおり多いですの

で、何らかやっぱり絞る必要があるだろうということで、私どもといたしましては、65歳以

上の高齢者の方々のみの世帯を対象とし、１世帯に１個を無料配布いたします。

まず、独居老人世帯につきましては1,847世帯、そして、高齢者世帯については1,494世帯、

合計で3,341世帯になります。公営住宅と老人福祉施設にも居住世帯が入っておりますので、

結果的には2,925世帯、約3,000世帯に配布をいたします。

配布の方法は、これも大坪団長さんの深い御理解により、消防団から当事業に対しての協

力の御理解を得ております。各地区の消防団員の皆さんが地域の高齢者世帯を御訪問いただ

き、配布及び、ここがポイントなんですけど、希望いただければ、取りつけまで行っていた

だくようにお願いをしたいところであります。

今回のこの施策の目的は、無料配布をきっかけに地域でこれが普及することが目的の一つ

であり、あわせて消防団の防火啓発活動の一環として連携を図っていただくと。すなわち、

消防団の皆様方が実際の家庭に入っていくという、いいきっかけにもなりますので、ぜひ顔

合わせというか、そういうのもぜひ期待ができるのではないかなというふうに思っておりま

す。あわせて、１個の無料配布をきっかけに、追加して設置を希望されれば、地元の消防団

に、ぜひその旨をお伝えいただきたいというふうに思います。時期については、11月９日か

ら始まる秋の火災予防週間を中心に、11月に配布をいたします。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

先ほどの答弁の中で、ちょっと１点聞きそびれたといいますか、ちょっと１点、高齢者、

65歳以上の世帯、約3,000世帯のほうに１個交付をするということですけれども、それ以上

に、例えば今、家のつくりとか、皆さんいろんな状況にあるという中で、もちろん１個は交

付いただける、もし例えば３つ希望されると、うちは３つ欲しかもんねと、ただ、その差額

の２個はもちろん有償になるかと思うんですけど、そういうケースというのは対応できるん

でしょうか。それについて御答弁願います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕
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ちょっと説明が悪くて申しわけありませんでした。追加の部分については、今いろんな世

帯の形がありますので、それはぜひ消防団の訪問された方におっしゃっていただければ、

我々で予算の範囲内で、これは幾つ希望があるかというのは、まだつかみ切っておりません

ので、予算の範囲内でクリアできれば、２個目もぜひ無料にしたいというふうに思っていま

す。予算の範囲内ということであります。そういったことで、ぜひ御要望もまたお寄せいた

だければありがたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

予算の範囲内で、複数でも対応を考えていきたいという意味で受け取っています。ありが

とうございます。やはり猶予期間が残り１年半程度というふうになった中で、やはり人間の

心理から言えば、行政からの交付があると知れば、それを待つのはやはり仕方がないことだ

と思うわけであって、やはりそういうふうに市民の皆さんの中には、いつ火災が発生して、

不幸にも犠牲者が出るかというのは、全く先のことはわかりませんので、早急に実現してい

ただきたいと思います。11月の実施ということですね。非常に喜ばしいことだと思います。

それでは、続いて、消防行政についてもう１点、消防団員の確保についてであります。

団員確保については、どこも困っているんじゃないかなと思うわけで、実際のところ、や

はり班長、専任班長とかをされて、部長を経験して新団員と交代という、昔はそういう流れ

になっていたのかなと。私が所属している部は、そういう流れになっていたんですけど、ど

うしても新団員を確保するというのがちょっとなかなか難しい部分があって、部長を経験さ

れて、さらに一団員としてまた戻って、居残りしていただくというケースが、やはり武雄市

内でも多々見受けられるんじゃないかなと思うわけです。

これについては、定数を削減したりとか、部を統合したらという、これまでの議会でもい

ろんなさまざまな御意見があったかと思うわけです。それももちろん考えていかないといけ

ないのかなと思うんですけど、それと同時に、やはり団員獲得というのは必然的に考えてい

かなければいけないのかなと思うわけですけど、これについて答弁をお願いいたします。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

確かに議員御指摘のように、消防団員の確保については、それぞれ各分団でも苦慮されて

いるというふうにお聞きしております。団員の確保について我々が取り組んでおりますのは、

市報での呼びかけとか、ポスター及びチラシの配布をしながら、消防団員の確保についての
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呼びかけ、それからまた、一番これは効果があっているんじゃないかなというふうに思って

いますけれども、消防団の皆さんによる戸別訪問という形で説得をしていただいているとい

うようなことで進められております。今のところ、こういった形で今後とも消防団の団員の

確保には、我々も消防団と協力しながら努めてまいりたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

市報、ポスター等ということですね。消防団の戸別訪問というのは、我が身のことですか

ら、私たちがやっているようなことで、まだ現役の団員の皆さんが頑張っておられることだ

と思うんですけど、なかなかやはり効果的な団員確保の動きというのは、なかなかわからな

い部分、こういうのもぜひやはり市民の皆さんが何かアイデアがあればなと、そういうのを

受け付けるような仕組みも、ぜひとっていただきたいなと思うわけですけど、こういう中で、

短期的な団員確保の解決策にというのはつながらないと思うんですけど、中・長期的な考え

になるわけですが、やはりこれからの武雄市を担う人たち、つまり子どもたちに消防団活動

の体験を積んでもらうというのはいかがかなと思うわけです。もちろん消防署に訪問したり

とか、学校の授業とかで消防署を訪問したりとかパレードとかというのは、少なからずあっ

ているようですが、やはり子どもたち自身に、大きくなったら、大人になったら消防団に入

りたいと思ってもらえるような施策が必要じゃないかなと思うわけですよ。もちろん実際の

火災現場とか、今回の水害現場とか、そういったところには幾らなんでもそれは無理ですけ

ど、危険が伴いますので無理なんですが、例えば訓練とか、毎月各部も行われているかと思

うんですけど、点検を、何かそういう子どもたちと、実際の消防団活動を身近で感じてもら

えるような活動というのがどうなのかなと、考えられないものかなと思うわけですよ。これ

はもうできるできない、もちろんあります。私がいろいろ考えた中では、例えば点検時に地

域の子どもたちを呼んで、例えば積載車に乗せるとか、火災予防の広報活動を子どもたちと

一緒に行うとか、それだけでも子どもたちの、その自分たちの考えというのは物すごくいろ

いろ飛躍していくわけですよ。もちろん危険が伴うと絶対だめですよ。もちろんあれですが、

これについては学校関係者とか、例えば地区の子どもクラブさんとか、そういったところと

もちろんかなり綿密に連携をとって協議を重ねていかないといけないかなと思うんですけど、

できるできないはもちろんあるかと思うんですけど、こういった子どもたちと消防団という

距離をもっと身近にするような、そういう施策は考えられんものかなと。どこまでできるの

かなという気もするんですけど、これについて答弁願いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕
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賛成です。非常に、子ども議会もそうだったんですけれども、やはり子どもの皆さんたち

が、自分のことを思い出しても、やはりそのときに実際に体験をするというのは非常に大事

だというふうに思いますので、これはぜひ子どもの消防団体験は、ちょっといろんな関係者

がいますので、前向きに調整をしたいなと思っています。

実は、一番多分インパクトがあるのは、放水のあの場面ですよね。やっぱりあれを子ども

たちが見ると、おおっというふうになりますので、できるだけ多くの皆さんたちがそういう

現場に出てきて、もし可能ならば、これも安全面に十分配慮をする必要がありますけど、あ

れを持たせると、あの放水活動、そういうこともあると、これは多分心にすごく残るんだろ

うなと。

それとあわせて、私が思うのは映画です。結構、私は映画好きですので、消防団の映画と

いうのはハリウッドでもあるんですね。ストリートファイアであるとか、あれを見ると、僕

はあれをたしか高校のときに見たんですけど、そのときだけは消防団になろうとやっぱり思

いましたもんね。高校生のときですので、僕も高校のときがありました。だから、そういう

ふうに映画で、やっぱり消防団の活動というのが人様の役に立って、しかも格好いいと、そ

こにいろんな恋愛のドラマがあったりとかというのもあったのでね、それは多分ハリウッド

で幾つかあると思うんですよ。だから、そういうのを、これは御家庭になるのかどうかわか

りませんけど、某ＴＳＵＴＡＹＡさんでは100円で今出していると思いますので、それを機

会があれば、消防団が例えば企画をして流すというのもあり得るのかなというふうに思いま

すので、そういうやっぱり映像の持つ力と、実際に触れてみるというのが子どもの世代には

すごくやっぱりインパクトがあるのかなというふうに思います。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

これを考えついたのは、やはりうちの子からヒントをもらったような感じなんですよね。

というのも、うちは私が毎月広報活動とかで、積載車で自分の管轄するテリトリー内を訪問

していく中で、やはりマイク放送をずっとしていくわけですよね。そしたら、そのマイクが

聞こえたら、外に出てくるわけですよ、子どもが。そいぎ、やはり──いやいや選挙じゃな

かですよ、消防団の火災予防の広報でですね。やはり積載車に乗っている私を見て、どう思

っているのかわかりませんけど、やはり「おれも大人になったら消防団に入りたかけど、よ

かね」と言ってくるわけですね。私ももちろん、私が今度消防団を抜けるときのかわりをち

ゃんと探しとかないといけないので、息子には、お父さんと交代したら入らるっとよとはず

っと言っているような次第なんですよ。だから、うちは親子でそういうふうに交代の契約が

結ばれているような状況もある中で、ぜひそういう子どもたちを身近に考えられる施策に向
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けて、ぜひ頑張っていただきたいなと思っております。

続いて、スポーツ振興についてであります。

さきの議会で報告がありましたように、平成16年９月に閉鎖されてから、保養村の中核施

設であった旧アネックススポーツランドの施設再利用策として、北九州市に本社を置き、温

浴施設などを展開されている会社でありますリジョイスの誘致が成功し、去る４月22日に進

出協定の調印式まで済ませているわけであります。

６月議会の市長演告にもありましたけど、「旧施設の有効活用を図り、フィットネス、フ

ットサル施設を新たに整備するなど施設の改修が行われ、ことしの秋オープンの予定であり

ます。これにより地元雇用も見込まれ、また、武雄市民の健康増進、産業振興につながるも

のと期待をしております」とありまして、私も保養村の活性化、そして、市民の皆様の健康

増進に今後非常に大きな役割を担っていただけると思っております。

今議会もう既に９月、暦の上では秋。秋オープンというふうに、そのときはお伺いしてお

りましたけど、いつごろオープンのめどが立っているのか、また、これについて地元雇用の

件もあわせて御答弁願えたらと思います。

○議長（杉原豊喜君）

伊藤営業部理事

○伊藤営業部理事〔登壇〕

リジョイスの関係の御質問でございますけれども、議員御指摘のとおり、当初計画では今

年10月を開業予定ということで、当初計画でなされておりましたけれども、その後、施設内

の検査などを実施されて、若干設計変更等で手間どられたみたいでございまして、実際的に

は10月の工事着工ということでございます。オープン予定につきましては、フィットネスク

ラブ及びフットサル場ともに、来年の１月中旬から２月の上旬にオープンをしたいというこ

とでございました。

それから、雇用の関係でございますけれども、一応10月中旬から11月にかけて、ハローワ

ークを通じて募集をするということでございます。従業員の数については20名程度を予定さ

れ、うち５名程度が正社員という形をとられるということでございました。相手方の会社と

しましては、市内在住者を優先して採用したいということでございます。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

市民の皆さんの中には、やはり非常に興味を持っておられる方が多数いらっしゃいます。

そういう意味でも、施設の再開を待ち望んでおられる方も、やはりいろんな情報が欲しいと

いうような話でありましたので、今回質問させていただきました。

１月中旬から２月上旬のオープンということですけど、これはフットサルの施設、それと
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フィットネス、両方どちらも一緒に、同時にということですね。

〔伊藤営業部理事「はい」〕

はい、わかりました。そのオープンまで、企業誘致の一環ということにもなりますので、

全力でバックアップをお願いしておきたいと思います。

それでは、最後の庁舎等の活用についてに入りたいと思います。

今私たちの住む武雄市では、８月１日、あるまちづくり団体が発足いたしましたことは市

長も御存じかと思います。武雄ユナイテッドチルドレンという、略して武雄ＵＣと言うんで

すが、高校生によるまちづくりの団体であります。その子どもたちは、学校とは一線を引い

た活動に取り組もうとしておりまして、未来の武雄市のために、自分たちに何かできること

はないかという思いを持った子どもたちが集まって、こういう団体ができたわけであります

けれども、残念ながら、彼ら、彼女らは、自分たちが集まる場所がないわけです。もちろん

学校と一線を引いた活動に取り組もうとしておりますので、もう学校は絶対まず考えられな

いと。同じ学校の者ばかりというふうに──今現在は１つの高校になっているような状況で

すけど、今後いろんな学校から集まってきて、武雄の子どもたちが学校の垣根を越えたまち

づくりをというふうな考えを持っておりますので、今回、いろいろ協議をしていく上では、

何度も何度も協議をしていく上で、場所というのがやはり困ったところがあったわけですよ。

それこそ、設立に向けても協議をし、それから、ファーストプロジェクトを行うためにも協

議をしてということで、本当に何度も集まって協議をされていました。

私もほとんどその会合にも参加し、いろいろ話を聞いてきたわけですけど、まず最初の会

合で、やはり文化会館を利用することが、まず一番最初に問題に直面したわけですよ。とい

うのも、これは武雄文化会館を利用する上で、現役の高校生だけのまちづくり団体を設立し

ようとしておって、まず設立をするために準備をしよるわけですね。だから、その団体自体

も、今その時点では実在していないんですけど、メンバーは現役の高校生ばかり。となると、

文化会館は利用料が発生するわけですよ。今の武雄市文化会館設置条例施行規則第９条にお

いて、使用料の減免というふうなところの記載があるんですけど、収入のない高校生が使用

する際に、料金が発生する仕組み自体がおかしいと私は思うんですけど、これについて市長

の考えをお聞かせください。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

全く同感ですよ。高校生が収入がないというのはわかり切っとおわけですよね。それで使

用料があるというのは、条例か規則かわかりませんけど、不備があるとしか言いようがない。

それともう１つが、恐らく私も役人、公務員をやっておりましたので、多分、我々の用語で

バスケットクローズと言うんですよ。特に市長、あるいは教育長が認める場合はそれを許可
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すると。むしろこれに当たるとやなかかなというふうに思っておりますので、これは見直し

を含めて検討します。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

ありがたい答弁をいただきまして、文化会館をそういうふうな利用をするというのは、私

は望ましいと思いましたので、そこが市長も同じような考えということで安心しました。

それとちなんでですけど、学校の先生方、子どもたち、両方から聞いたことがあるわけで

すけど、やはり今高校生が卒業して、大学進学だったり就職だったり、やはり市外、県外へ

行く子どもたちというのがやっぱりたくさんおるわけですよ。その子どもたちがお盆や正月

など帰ってきても集まる場所がないと。やはりこれはかわいそうだということなんですね。

盆、正月でも帰ってきたら、それ以外でももちろんそうなんですけど、どこかやはり集まれ

る場所、ここへ行けばだれかと会える、また、地元の子どもたちが集まる場所といった、ど

ちらにも利用できるような、そういう場所が必要じゃないかと。そういうものをぜひ何とか

ならないものかという話を聞いていて、私ももちろんなるほどなあと思いよったわけですよ

ね。そういう場所を提供して、確保してあげることというのは必要だと思うわけで、現在、

高校を卒業したら、市外もしくは県外へ進学、就職をするケースが大半を占める中で、そう

いう子どもたちが武雄市から通学、もしくは大人の方が通勤というのはもちろんそうだと思

うんですけど、武雄に住んでいて通勤、通学の距離を伸ばせるという思いもあっての新幹線

整備というのは考えられているのかなと、私はそういうふうに一つは認識しております。

市外、県外に出ていった子どもたちが、例えば帰ってきたときに、私も個人的にはＵター

ンして武雄に帰ってきた者の一人でありまして、帰ってきたときに、やはり昔の仲間に会う

ことで、いつかやはり武雄に帰ってきたいという理由の一つにもなったわけですね。そうい

うことから、武雄ＵＣの居場所というのも何とか確保してやることが、そういう帰ってきた

子どもたちの集える場所にも利用できるんじゃないかと考えるわけですけど、これについて

御答弁をお願いいたします。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

御答弁いたします。

まず、武雄高校関係はちょっと青陵の皆さんとの関係が、ちょっとごめんなさい、不勉強

で恐縮ですけれども、そのために多分同窓会館が今度できるのかなというふうに聞き及んで

おります。あと、集まる場所なんですけれども、本当に率直に言って、多分つくっても来ん

て思うとですよ。僕やったら、まず行かないですよね。むしろ、そういったところ以外で友
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達と会うたりとか、上田議員も行かないんじゃなかですかね、僕らはよく似とおけんが。そ

ういうことで、何かお仕着せのようにつくっても、多分むしろそういうのは、高校生とか卒

業された人たちとか、特に二十前代の人というのは、そういったところには行かないという

のが、一つのあれじゃなかですか。そうよね、御記憶されていると思うですよ。ただ、そう

は言っても、我々と違う方々もいらっしゃると思いますので、これはちょっと御質問があれ

ばお答えしようと思っていたんですけど、今度、まちづくり部が北方の支所に行くに当たっ

て、プレハブが宙に浮くわけですよね。プレハブのあの建物そのものが。そいぎ、今、角理

事を中心として検討していただいているのは、その箱をどこかに移設しようと、崩すんじゃ

なくて。それを、できれば市有地を今物色していますので、ずっと使うというのは厳しかか

もしれませんけれども、ひとつそういう意味でのスペースの確保にはつながるんではないか

なというふうに思っています。

私はもう、すぐあれは壊すと思いよったとですよ。しかし、それはやっぱりもったいなか

ろうということで今検討をしてもらっていますので、それはひとつ、市有地のほうが多分適

切だと思っていますので、だから、それまでの間、ＵＣが何か活用したいということであれ

ば、今、北方の駅にがばい館が、ちょっと遠いというのはありますけれども、それを活用し

ていただきながら、それをちょっと待っていただければいいのかなということを思っていま

す。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

まちづくり部の移転で、あそこの建物があくというふうなことですけれども、すみません、

私が前議会、これまでの議会で聞いていた話を、感覚からいくと、あそこが新幹線用地か何

かで確保ができないから、まちづくり部が移動するんだというような感覚で聞いていたわけ

ですね。となると、でも、あの建物は移設するわけですね。でも、まちづくり部は北方に行

く、それはそれで行くということですね。そういう認識でよかとですか。わかりました。じ

ゃあ移設して、それは残すということでよかとですか。いずれ、それも解体は考えていると

いうことなんですか。期限があるのか、その辺をちょっとあわせて答弁をお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

正確に御説明をいたしますと、平成23年度から新幹線の関連の工事が、あの部分というの

は始まりますので、まず、用地を確保しなきゃいけないということで、今のまちづくり部が

新幹線関係の用地になるわけですね。したがって、そこで仕事をされているまちづくり部の
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皆さんというのは、どこか場所を確保しなきゃいけないということで、今後、34号線のバイ

パスの関係であるとか、あるいは六角川の調整池の関係とかで、ここは密接不可分になりま

すので、北方の支所のほうに移動をしていただくということ。そうすると、私もちょっと不

勉強で申しわけなかったんですけど、今あるあのプレハブをどうするとやと。このプレハブ

については、私はもう壊すと思うとったわけですね、プレハブだから。そいぎ、いろいろ中

で議論したら、それはもったいなかろうもんと。だから、多分プレハブを一たん解体して、

それを違う場所に持っていくと。そしたら、持っていく敷地なんですけれども、それはやっ

ぱりさすがに民間の方々にどうこうって、ぜひ使ってくださいということであれば、それは

本当にありがたく思いますけれども、やはり市有地が幾つか市内、武雄町内にもありますの

で、そこに移設してはどうだろうかと。ただ、これは多聞第一、いろんな方々の意見を聞か

ないといけませんので、それはもう少し計画的にしていく必要があるだろうというふうに思

っています。

じゃあ、そのプレハブをいつまでするかというのは、プレハブはプレハブでありますので、

ずっと20年、30年スパンというのはないと思いますけれども、少なくとも３年、５年のプラ

ンでは、そこはやっぱり置いておけるのかなというふうには思っております。いずれにして

も、これはまだプランというよりも、まだアイデア段階の話ですので、十分に関係者のお話

を聞いていきたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

そういう考えですね。先ほどの、その前の段階ですが、答弁の中で、現在北方駅前に設置

されている県のＣＳＯ活動拠点で市民活動応援センターである、がばい館ですね、ボランテ

ィア団体の集う場所として設置されているところもあるわけですけど、やはりあそこも利便

性が悪くて、思うような活用ができていないというふうなことも聞いております。もちろん、

がばい館に人が集まって活気に満ちていれば、もう心配することはないんですけど、いろい

ろ関係している団体ですら、やはり足が遠のいている現状というのも聞いているわけですよ。

利便性のいい場所になければ、やはり本来の考えられていた有効な活動というか、本来の目

的が達成できないのかなというようなところで、そのプレハブを移設したときに、そういう

がばい館の機能とか、そういったのもそこに持ってきて、武雄ＵＣとか、そういった団体の

事務所としてもそこを活用すると、そういう考えはできるんですか、できないんでしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

恐らくそのプレハブはプレハブですので、そういう大きな、今のまちづくり部ぐらいのス
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ペースしかありませんので、ちょっとこれは規模、多分それをやると、ほかの団体も多分使

わせてくれという話になると思うんですよ。ですので、場所にもよりますけど、もしほかの

団体がいいよということになったら、それは常設というのはあり得るかもしれませんけれど

も、場所がよくて、いろんなことに使わせてくれということになった場合には、それは常設

というのはなかなか難しいのかなというふうに思っているんですね。

ただ、例えば、がばい館にありますように、一定のパソコンであるとか、コピー機である

とか、スキャナであるとかは、もう今どきですから、そういうのはきちんとやっぱり置く必

要があるだろうというふうに思っているんですけれども。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

今の市長のアイデア、これに賛同されるような、そういった市民団体というのはやっぱり

たくさん出てくるのかなと思います。私の考え的には、やはり可能であれば、ぜひ町なかに、

こういう言い方は失礼かと思いますけど、やはり武雄町内というか、中心部のほうにそうい

う団体の活動拠点ができてしたほうが、やはり行政でできることは行政で、市民の皆さんで

できることは市民の皆さんでというような、市長就任以来、そういう流れをずっと大分つく

られてきているところがあるのかなと私は考えておる中で、ぜひこういう施設が望まれると

いうふうに考えております。そういうまちづくり団体が連携することから、横のつながりが

ふえて、なおさら武雄の活性化にもつながると考えておりますので、ぜひそういったところ

も、今のアイデアから協議を重ねていく上では、ぜひそういったのも材料として組み込んで

いただきたいなと思っております。

今の松原──松原というか、区画整理とかがあって、そういうのもいろいろ考える中で、

やはりまちの中のにぎわいをつくる上で、人間の交流する仕組みをつくることが商店街の活

性化ということにもつながるのかなと思っておるんですけど、これは９月２日の市長のブロ

グで、関西大学誘致による高槻市の事例を記事にされておりました。関西大学高槻新キャン

パスについてであって、関西大学が母体になって、小・中学校、生涯学習、コンベンション、

レストラン、体育館、しまいには防災センターとか食料備蓄倉庫とか、ありとあらゆるもの

が集約されているようだというふうに考えたわけです。今回、これは関西大学になあとかと

思うんですけど、例えばこういうのを武雄に、同じような考えを持ってどこか誘致を、メー

ンになるのが一つあって、そういういろんな付随施設というんですか、こういうものの高槻

の事例について、ちょっと御紹介をしていただきたいなと思うんですけど、それについて可

能ですか。

○議長（杉原豊喜君）
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樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

あのブログば書いたら、物すごく問い合わせの来たとですよ。どがんやって関西大学ば持

ってきたとですかと。それと、どがんやって関西大学に、そういういろんな機能ばつくるこ

とに成功したとですかと。これはやっぱり情熱ですね。もう拝み倒しました。本当に関西大

学の森本理事長さんという方は、当時の小泉首相ぐらいしか会わんごたあ人なんですね。そ

いけん、例えば家で待ち伏せして、もう六、七時間ぐらい待っとったときもあったとですよ。

それで、もうおまえには会わんと、私が会うのは──僕はその当時、一介の部長でしたので、

もう最低でも市長、もう知事としか会わんということを言いよんさったばってんが、もうず

っと家で待ち続けたり、大学の前で待ち続けて、高槻のために何とかしてくださいというこ

とをずっと言ったら、ぱっと変わんさったことのあったとですよ。何が高槻に来るもんかと

いうことを言いんさったですけど、ぱっと変わったときがあって、こいばすっぎ、関大のメ

リットは何かということをおっしゃられたのは、もういまだに思い浮かぶんです。

そのときに私もはっと思って、いや、関大のメリットは、要はまず小学校から大学院まで

持ってくるというのは、これは全国で初めてですと。それと、もう１つが、あそこは阪神・

淡路大震災のときに、高槻も含めて物すごい被害に遭うとおわけですね。そこに関大が今一

番力を入れておられる防災センターば持ってこんですかということ、そうすると、そこにあ

れば、市民が来ますということを、もう重ね重ね申し上げました。そのときに、じゃあ市は

一体幾ら出すとやということを言われました。そいぎ、私はもうだいにも相談せんで、40億

円出しますと言いました、もう。後で大問題になりました。ですが、もう絶対に来てほしい。

しかも、その40億円も、実は結果的に高槻市の私の後を引き継いでいる皆さんたちが物すご

く頑張ってもらって、実は市の負担というのはほとんどゼロになったとですよ。なぜかとい

うぎ、持っとお土地が高うなったけんが、そいば売っとるわけですね。ですので、結果的に

ね、結果オーライになりましたけれども、やはりそれは市も貢献をしてくれということで、

それはかなりフライングもフライング、この議会でも問題になりましたけど、勇み足も勇み

足。ですので、よくあのときにああいうことを僕ができたなと。それはやっぱり市長が偉か

ったと思います。もう全部任せてくんさったですもんね。もうおまえの意思は私の意思であ

るというところまで言うてくんさったとですよ。ですので、そういう意味で非常にやりやす

かったというのがあります。

じゃあ、翻って武雄ではどうかということについて言うと、これは名前は出しませんけど、

幾つか打診をしています。学校を含めて幾つか打診をしていますけれども、ただ、そのとき

に必ず言われるのは、ほかのインフラはどがんなっとうとかということなんですね。これは

企業誘致でも言いましたけど、例えば大学が来る場合、あるいは学校が来る場合というのは、

必ず聞かれるのは、小学校、中学校、保育園の状況はどうなんだと、それと、文化的施設は
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どうなんだと、交通の利便性はどうなんだと。あるいは、有名になりました、病院はどうな

るんだということで、実は市民病院の混乱で、これは一部私に責任もありますけれども、こ

れでやっぱり１年以上頓挫しておるわけですね。ですので、病院問題が、もう一定、上田議

員さんたちのおかげで解決をいたしましたので、これは学校誘致を含めて本格的に稼働しよ

うと思っています。ですが、今はもう少子化でどこもやっぱり大変だということもあり、な

かなかこれはうまくいくということは、保証は定かではありませんけれども病院関係が一定

もう私の重い荷物が肩からもうおりていますので、次は学校に──佐賀新聞に書かれるかも

しれませんけど──向けてやっていきたいというふうに思っています。

いずれにしても、学校があると、これは上田議員もよくおっしゃっていますけれども、や

はり若い人たちが、10代の子たちがうろうろしよるというのが、多分物すごくまちの元気に

つながると思うんですよね。ですので、それは自分の持っているネットワークであるとか、

情熱だけはもうだれにも負けない気持ちで今まで市政を担当してきましたので、それをそこ

に、がっとやっていきたいというふうに思っています。

いずれにしても、これは高槻市議会もそうだったんですけど、あのとき議会が一致団結し

て、市長並びに私を応援してくんさったとですよ。この議会の役割が甚だ大きいというふう

に思いますので、ぜひこれをちょっと奇貨として、一緒にやっていければいいなというふう

に思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

もう正午になりますけれども、質問を続けたいと思います。１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

もうおっしゃるとおり、やはり人の流れ、人が集う仕組みをつくれば、そこににぎわいが

生まれると思うわけですよ。それを考えると、武雄の今の中心商店街のほうも、ぜひその仕

組みをつくりたいなという考えを持っておりますので企業誘致にしろ、学校誘致にしろ、何

にしろ、ぜひ積極的に取り組んでいただいて、つなげていってほしいなと思っております。

そういう中で、先ほど40億円市が出すとかというふうな話も、ちょっとそれまでの話の中

で伺いましたけど、その企業誘致、学校誘致などをする上でも、やはり市民の皆さんのボラ

ンティア団体、そういう皆さんがぜひ集える場所を、行政がバックアップしながらつくる仕

組みもぜひ考えていただきたいなと思っております。

最後に、庁舎等の活用についての、等の部分にはなりますけれども、これも学校関係とい

いますか、保護者の皆さんからの質問の中で、よくいただくことではありますけれども、御

船が丘小学校の放課後児童クラブ、これもさきの議会で可決したわけですけれども、これに

ついて、どこの部分に設置されるのか。話によると、体育館の裏手とか横とか、３カ所ぐら

い候補地が上がっているというような話を聞きますけど、これについて今の経過、どういう
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ふうになっているか、御答弁願いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

藤﨑こども部長

○藤﨑こども部長〔登壇〕

お答えいたします。

御船児童クラブは、今年度内に御船が丘小学校敷地内に建設を予定しております。場所に

つきましては、建設予定場所といたしまして、体育館の西側を予定して、今現在協議中であ

ります。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

体育館の西側が今のところ有力というような話ですね。となると、今、学校の職員の皆さ

ん、搬入業者、学校の先生、もちろん皆さんですけど、今、校門坂をずっと上がっていって

駐車場に入られたりするかと思うんですよ。これが放課後児童クラブが体育館の南側にしろ

西側──先ほど、最有力は西側というふうに伺いましたけど、どうしても、どの場所にして

も、やっぱり子どもたちの登下校を車が分断するようになるんですよね。先生たち、納入業

者、いろいろ車が出入りするんですけど。御船が丘は後ろ、裏のほうからも出入りできるよ

うになっているのにもかかわらず、何でそがんふうになっとおとかなと。なおさら今回児童

クラブをそこにするとなると、学校の先生たちの車は、絶対裏から入るべきだと。表から入

りよったら、それこそまた子どもたちの安全・安心の面から見ても、かなり危険なことにな

るんじゃないかなと思うんですけど、これについて学校側にもどういうふうな指導をされて

いるのか、ちょっとこれについて御答弁願いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育部長

○浦郷教育部長〔登壇〕

お答えいたします。

学校側に今どういうことを言っているということではなくて、学校のほうと関係者と協議

をしていただきたいと。教育委員会でこうしなさいということは言っておりませんので、よ

ろしくお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

教育委員会から、こうしなさいとは言えないとかいうのは、もちろんわかることはわかる

んですけど、やはり子どもたちの安全・安心を考えていく上では、ぜひそこは考えていかな
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いといけないんじゃないかなと。もし、そこで、学校の敷地内で通学途中の子どもたちが車

と接触をしたとなると、どこが責任をとるんだろうかと私は個人的に考えるわけでございま

す。これについて市長、どう思いますか。私の考えと逆か、どう考えるか、御答弁願います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

同じです。

○議長（杉原豊喜君）

１番上田議員

○１番（上田雄一君）〔登壇〕

やはりそう考えるのが普通じゃないかなと思うわけでありまして、ぜひ子どもたちの安

全・安心を考えて、その辺を考えていただきたいなと思っております。

以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（杉原豊喜君）

以上で１番上田議員の質問を終了させていただきます。

ここで議事の都合上、１時30分まで休憩をいたします。

休 憩 12時５分

再 開 13時30分

○議長（杉原豊喜君）

休憩前に引き続き午後の会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、10番吉川議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

議長より登壇の許可をいただきましたので、ただいまから吉川の一般質問をさせていただ

きたいと思います。

まず初めにですけれども、選挙の投票時間についてでございます。効率化、あるいはコス

ト縮減という観点からの質問をさせていただきたいというふうに思います。

投票時間につきましては、平成10年だったですか、そのときに施行された改正公職選挙法

によりまして、午後６時までの投票締め切りだったものを午後８時までに変更をされたわけ

であります。ただし、特別な理由があれば、それを繰り上げすることができるというふうな

ことで、武雄市におきましては、西川登町の矢筈地区においてはずっと６時で締め切りをさ

れてまいりました。しかし、平成12年の公職選挙法の改正によりますと、第40条に各市町村

の選挙管理委員会が自主的にその時間を設けることができるというふうに見直しをされたわ

けであります。各市町村の選挙管理委員会は、投票所を開く時間を２時間以内の範囲内にお
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いて繰り上げ、もしくは繰り下げ、また投票所を閉じる時間を４時間以内の範囲内において

繰り上げることができるというふうに改正をされたわけであります。

今回、８月末に衆議院選挙が行われました。その投票状況を選管のほうからデータをいた

だきまして、私なりにグラフにしてみたところでございます。（パネルを示す）当日の有権

者数が４万1,174名、そして期日前投票が、19日から29日まで投票があっておりますけれど

も、延べ5,255人の方が投票をしていただいております。これは全体の13％に相当する占有

率になっております。

そして、今度は投票日でございますけれども、これは時間軸でとってみました。午前７時

から投票が始まりますので、その１時間が2,721名、８時からの１時間が3,122名、９時から

の１時間が3,175名ということで、午前中の５時間の中で投票に行っていただいた方が１万

4,713名ということで、全体の36％を占めております。

次に、午後に入りますけど、午後12時からの投票状況を見ますと、１時間で1,225名、１

時からの１時間が1,109名、２時からの１時間が1,185名ということで、ずっといきまして、

午後７時から８時までの１時間が916名というふうになっております。午後の時間帯の平均

を見ますと、大体1,200名程度ということで、午前中に比べますと４割減というふうになっ

ております。ここでのポイントとしましては、一番最後の７時以降、この１時間の投票状況

が916名ということで、全体からしますと２％にすぎないというふうな状況にあるわけでご

ざいます。投票の立会人さんあたりにも話を聞いても、最後の１時間についてはやはり開店

休業状態にあるというふうなことで、この916名さんを投票所35カ所ございますので、これ

で割り返しますと大体１投票所当たり26名程度とまばらな投票になっております。

そういったことから、平成10年以前に行っておりました投票所を閉める時間を、この期日

前投票が今定着した現在においては、ここを繰り上げてもいいんではないかと。午後６時の

投票締め切りでもいいんではないかというふうに思うわけでありますけれども、このことに

ついて市長のほうに見解を伺いたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

お答えいたします。

まず選挙の大原則というのは、私が言うまでもなく、公平中立、そして有権者の方々が、

一人でも多くの方が選挙に参加をしていただくということで、これは公職選挙法にもそのよ

うな規定があるというふうに承知をしております。その中で、先ほどデータを見て、最後の

１時間が２％、そして最後の６時から８時までが５％強ということを考えたときに、率直に

申し上げまして、例えば、前回の市議選、私どもの職員が選挙事務、朝３時あるいは４時ま

でかかるわけですね。８時に閉めて９時過ぎに投開票の準備が始まって、帰る時間が朝３時、
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４時と。公務員の皆さんたちは、翌日もまたちゃんと朝８時半から仕事をするということに

なった場合に、ちょっと私自身も公務員の皆さんたちの健康をやっぱり考えました。そして、

市民の皆さんたちも本当に朝２時とか３時まで起きておられるというのは、議員の皆さんた

ちも同じだというふうに思っておりますので、市民の皆さんたちの健康、そして職員の皆さ

んたちの健康、それと投開票でちょっと試算をいたしましたけれども、２時間早めると100

万円近くの財政効果があるようであります。等々をもろもろ勘案した場合に、これは個人的

な見解になりますけれども、私自身も投票時刻というのは２時間早めても差し支えがないん

ではないかというのを率直に思います。ただ、これは選挙管理委員会が決める話であります

ので、私といたしましては市の選挙管理委員会の議論を注視していきたいというふうに思っ

ております。

いずれにいたしましても、原則が一人でも多くの皆さんたちにお越しいただくということ

が原則ですので、それがきちんと守られているということであれば、私は２時間早めるとい

うことについて、私個人の見解ですけれども、そのようにしたほうがいいんではないかなと

いうふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。市長も健康上の問題、あるいはコスト縮減というようなことで、

２時間程度繰り上げるのはいいんではないかというふうな答弁でございました。

今、佐賀県内では、全体として繰り上げをしている市町村は今のところないかと思います。

ちょっと全国的に見てみたんですけれども、（パネルを示す）これが群馬県の投票終了時刻

をフリップにして地図の上に落とし込んでみたんですけれども、群馬県が36市町村ございま

す。それで、従来どおり午後８時に投票所を締め切るのが36市町村中６市町村ということで、

この地図でいきますと青色に塗ったところが従来どおりと。そして、一方、午後４時から７

時までの間で繰り上げて投票所を事前に閉めているといった市町村が、36市町村中、何と30

市町村に上っていると。これが、ピンク色の部分が繰り上げをされているところでございま

す。

そういうことで、今、市長答弁されましたように、群馬県の選管もやはり期日前投票が定

着をしてきているということと、あとは遅い時間に投票する方が非常に少なくなったという

ことで、効率性を重視されているということの見解を出されております。

そういうことで、市長答弁等も受けまして、当市の選挙管理委員会の事務局長として、事

務方のトップとして、このことをどのように受けとめられておるのか。また、この市長の意

向を受けて、今後、選挙管理委員会、どのように対応されるのか、お伺いをしたいと思いま
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す。

○議長（杉原豊喜君）

大宅選挙管理委員会事務局長

○大宅選挙管理委員会事務局長〔登壇〕

お答えいたします。

投票時間を２時間短縮することによりまして、開票開始時間も早めることができることか

ら、先ほど市長も述べられましたけれども、約100万円程度の経費の削減となるわけでござ

います。その分、有権者の投票の機会が減少することにもつながるという考え方も一つはご

ざいまして、それと、午後６時から８時までの投票者につきましては、約5.9％という率に

なっておりますけれども、投票日に投票所で投票した人の割合からいいますと、約１割の方

が午後６時から８時までに投票しているというような状況もございますので、この数値をど

のようにとらえていくか。それから、投票時間短縮は選挙人の投票に支障を来すことがない

のかどうかというようなことも含めまして、この場で明快な結論を出すことはできませんの

で、選挙管理委員会のほうに持ち帰りまして、先ほどの市長の意見も一市民の意見として参

考にしながら、議論を深めていきたいというふうに考えております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。この場で結論はなかなか難しいと思います。選挙管理委員会の中

で協議をしていただいて、前向きな方向で繰り上げができるように、ぜひお願いをしたいと

ころでございます。

それでは、次の質問に移りたいと思います。

次に、災害予防の公共事業というふうなことで、質問をさせていただきます。先ほども災

害についてはお話があっておりますけれども、７月25、26日の豪雨災害でございます。河川

のはんらんによる床上、床下浸水、あるいは土砂災害による通行どめ、赤穂山等、非常にひ

どかったわけでありますけれども、私たちの住民生活に多大な影響を今回及ぼしたわけであ

りますけれども、市の災害対策本部として、今回の豪雨災害をどのように総括されているの

か、お伺いしたいと思います。先ほどの質問と少しダブる部分があるかと思いますけれども、

災害対策本部としての取りまとめをお伺いしたいと思います。

それから、朝日町と橘町におきましては、床上浸水が非常に激しかったわけであります。

60軒のところが浸水に遭われたというふうなことで、そのときは444ミリという２日間にわ

たっての雨で、そのときの満潮も重なって六角川の水位が非常に高くなって、ポンプをフル

に回したけれども、解消することができなかったというふうなことでございます。以前、19

番山口議員の質問の中にも調整池の検討をしたらどうかというふうな一般質問があっており
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ます。その後、市長としてどういった対応をされていっておるのか、これもあわせてお伺い

をしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

まず対策本部としての総括、これは先ほども市長のほうで答弁していただいておりました

けれども、やはり情報の提供に濃淡があったということと情報の共有、特に我々が情報を収

集するときに速やかにできたところ、情報を収集するのにおくれたところ、それと、全体的

な消防団、区、自主防災会等々との情報の共有、これらがここにも若干の濃淡があったと。

これらを今後の災害対策に当たっては参考にして、十分な対応ができるようにしていきたい

というように思っております。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

調整池でありますけれども、六角川上流に300万トンの巨大な調整池と使える敷地があり

ます。300万トンというと、小型ダムの２つから３つぐらいのものになります。これについ

ては、現在のところ、国土交通省に、この前の災害被害を受けて話をさせていただいている

ところであります。一方で、これがだんだん具体化を進めていきますと、地元が第一であり

ますので、周辺の地元の皆様方にきちんとお話をして御理解を得る努力をしていかなきゃい

けないというふうに思っております。いずれにいたしましても、まだ構想段階の話でありま

すので、多聞第一、皆様方の意見をしっかり聞きながら、着実に進めていければいいなとい

うふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

総括としては、情報の共有だということであります。そしてまた、調整池については、今、

前向きに進めていただいておるということで、地元との協議等も今後入っていくということ

でございます。詳細については、あすですか、山﨑議員のほうがまた質問をされる予定にな

っておりますので、そちらのほうにお願いをしたいというふうに思います。

今回の災害でありますけれども、高橋とか南上滝、あるいは甘久地区においては、26日の

午前の10時ごろから急激に水かさが上がってきて、市のほうから区長さんを通じて、各その

対象の世帯に連絡が行ったわけでありますけれども、何せ区長さんからの情報伝達といった
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ものは電話での対応ということで、非常に時間がかかったというふうにお伺いをしておりま

す。そういうことで、今年度当初予算でも予算が上がっておりますけれども、２億円かけて

の防災無線の整備がありますけれども、この整備内容と実際いつからするのかという実施時

期についてお伺いをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

まず、当初予算でお願いしておりました防災行政無線の目的でございますけれども、これ

は武雄市で策定しております地域防災計画に基づきまして、災害時における迅速かつ的確な

情報収集、伝達の確保を図るための基幹的な通信システムとして防災行政無線を整備すると

いうことにしております。また、現在市が推進しております自主防災会の組織化及び育成に

もこれをつなげていきながら、市民の防災意識の向上と地域防災力の向上を図るということ

を目的に、現在、各町との説明会等をしながら準備を進めているところでございます。

防災無線の概要について説明申し上げますと、（パネルを示す）まず、皆様方から向かっ

て左ですかね、こちらのほうですけれども、まず市役所に親局操作室というのをおきます。

これから、ＭＣＡ無線というのを活用したいというふうに思っていますけれども、マルチチ

ャンネルアクセスということで、総務省管轄の財団法人移動無線センターが管理しておりま

す。その中継基地がちょうど真ん中、この辺にございますけれども、八幡岳にその中継基地

がございます。まず、親局の操作卓から八幡岳の中継基地を中継しまして、同報通信という

のをまず行います。これは各所ごとに拡声器の子局を置いております。これは柱を立てなが

らつけているわけですけれども、これは同時に各町一斉に放送もできますし、親局で操作を

しながら、必要な地区に流すということもできます。

それから、もう１つは、戸別受信機の放送でございます。これは、現在考えておりますの

は、区長さん、消防団の幹部、民生委員さん、それから自主防災組織のあるところには自主

防災組織の会長さん、こういった方に戸別受信機をお渡しして直接お知らせをすると。

それから、もう１つ、移動系というのを用意しております。これは特に消防団何かが現場

に行くときに携帯をして行っていただくということで、親局のほうからこれを個々に流して、

それと、双方向ができますので、現場から対策本部のほうに現場の状況等も報告していただ

くというようなやりとりもできるところでございます。

それと、もう１つは、ちょうど真ん中のほうにございますけれども、副操作装置というの

がございます。これは、できたら各町の公民館に置ければというふうに思っていますけれど

も、これを使って各戸別受信機につないでいくと。これも八幡岳の中継基地を通していくわ

けでございますけれども、これについては現在、若木町、それから武内町、西川登町のまち
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づくり協議会でこれをつけたいというふうなことで協議を進めていただいておりますので、

その協議の成立次第では、副操作装置の設置も考えていきたいというふうに思っております。

こういったことで、できるだけ速やかに情報の伝達、情報の収集ができるようにしていきた

いというふうに思っております。

先ほど総括で申し上げましたように、今回の情報の収集に濃淡があったというふうなこと

と、情報の共有にも濃淡があったと、こういったことを防災行政無線を設置することによっ

て、きめ細かな情報収集、情報伝達ができるというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ただいま説明をいただきましたけれども、この武雄市災害行政無線システムですね、この

システムで本当に災害のときに機能するのかなといった部分で危惧するところもあるわけで

あります。まず１点目としては、屋外の拡声器でありますけれども、これを各町に何台か設

置をすると。恐らく４台か５台ぐらいになるかと思いますけれども、本当にこの広い町内で

４台、５台で、例えば風水害、風向きでも全然届かないんですよね。そういったところを考

慮したときに、４台程度で本当に大丈夫なのかという部分の危惧があります。それと、戸別

受信機についても各区に３台程度配備をしたいというふうなことでありましたけれども、こ

れも非常に少ないんではないかというふうな意見も今出されておるところでございます。そ

してまた、副操作装置ですか、発信機になると思いますけれども、これも各町の公民館に置

きたいというふうなことでございますけれども、区長さん宅に発信機を設置していただきた

いと、災害のときに即対応できるような体制をとっていただきたいというふうなこと。それ

から、日常の情報伝達、その区のコミュニティーとしても活用をしたいというふうな話もご

ざいます。そういったところから、もっともっとこの防災無線システムは充実をさせるべき

だというふうに思います。恐らく今回のではまだまだ足りないと思いますので、次の第２次

の整備計画あたりが考えられておるのか、私としてはもう考えておくべきだというふうに思

います。この２点、お願いをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

御指摘、そのとおりだと思います。我々とすると、先ほど部長が答弁したとおり、まず１

回、１次計画を進めていきまして、この利用状況をチェックしたいと思います。それで訓練

をしながらチェックをして、どうしてもこれはほかに必要だということであれば、私といた

しましては補正をきちんと組んで、安全・安心のために立てていくということで、１回、１

次計画に従って、それを検証して２次計画を立てていきたというふうに思っております。段
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階的になって恐縮ですけど、そこはそのようにさせていただければありがたいと思います。

あわせて、実は電話の場合は、特に携帯の場合は、議員御案内のように、災害が起きたと

きに一番最初に不通になるのは携帯の声のところなんですね。しかし、メールは見られる状

態になります。したがって、このＭＣＡ無線と、多分肉声で一般の携帯にはなかなか無理だ

というふうに思いますので、そういう内容をメールに載せていけるようなシステムの開発も

あわせて進めていく必要があるんだろうというふうに思っておりますので、そうなってくる

と、それがうまくいくと、先ほどおっしゃった屋外の少なさも、携帯はもう大体皆さんお持

ちですので、それでカバーができるのではないかなというふうに思っておりますので、あわ

せてそれの調査研究もさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。

市内では、今オフトーク通信をやられている地域も２カ所ほどあるようでございます。地

域によっては戸別受信機を各家庭に設置をしたいと言われているところもございます。です

から、その地域、地域のやはりニーズに合ったやり方で、今の時代に合ったものにしていた

だきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。

それでは、次に高橋地区の洪水の件でお伺いをいたします。

これは高橋地区の新堀地区でございますけれども、（パネルを示す）国道498号線の下に

洪水時の調整ボックスが設けられております。この道より先のほうが洪水であふれたときに、

こちらの河川のほうに流れる仕組みなっておるわけなんですけれども、今回、ここの調整ボ

ックスから非常に勢いのいい濁流が、激流が流れてきたということで、手前のほうには民家

が並んでおりまして、そちらのほうにもろに流れてくるということで、浸水被害がさらに激

しくなったというふうな意見が出てきておるわけであります。この災害に対して、何らかの

対応策を市として講じられないか、お伺いをしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

議員の御指摘のボックスです。確かに今回の場合、流量的に相当な雨量がありましたので、

水の勢いも相当なものだったろうというふうに思われます。それで家屋被害等ないようにで

すね、今後は波を消す、勢いを消すという形で消波壁ですね、消波壁の建設ということを今

後考えていきたいというふうに思っています。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員
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○10番（吉川里已君）〔登壇〕

消波壁、要は波をとめる壁をつけていただくということですけれども、また、それをつけ

たことによって、２次災害にならないような方策をぜひ検討していただいて、設置をお願い

したいというふうに思っております。

それでは次に、市道についてお伺いをいたします。市道の繁昌ダム線でございます。（パ

ネルを示す）全体の地図をお示ししておりますけれども、これが北部農免道路と申しまして、

武内のほうから繁昌ダムまで通ずる道でございます。それと、国道498号、クリーンセンタ

ーから手前の淀姫神社までのルートでございますけれども、その国道498号と北部農免道路

を結ぶのが市道の繁昌ダム線でございます。今回、平成４年から、この北部の農免道路につ

いては工事をされてきました。この２期工事が今年度いよいよ完了するということで、開通

を迎えることになります。これが北部の農免道路の写真なんですけれども、（パネルを示

す）非常に幅員も広くて、近くでいけば橘町の沖永から上野に抜ける道が農免道路で、工事

をされておりますけれども、ここのように通勤、通学の生活道路として今後十分期待をされ

ております。そういうことで、交通量が非常にふえるんではないかということで、地元の繁

昌区としては交通事故が心配だという懸念をされております。今の、これに通ずる繁昌ダム

線の現状の写真でございますけれども、（パネルを示す）非常にこの写真のように幅員が狭

くて車２台がようやく離合できる程度でございます。そして、Ｓ字カーブがずっとつながっ

ておりまして、視界が非常に悪いと。そしてまた、勾配もあるということでございます。５

月でしたか、ちょうど梅雨の前に２日間ほど雨が降ったときに、この路肩も崩壊をして、災

害となっております。そういったことで、地元の繁昌区の方々としては、早急にこの路線に

ついても改良をしてほしいという要望が今、上がってきておるかと思いますけれども、この

改良についてお伺いをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

先ほどお示しいただきました、その市道の繁昌ダム線は北部農免道路とは別に、もともと

これは物すごく見にくかったわけですね。先ののり面も結構急でありますので、これは今回

の災害も踏まえて、もう少し早くやっておくべきだったということを反省しております。し

たがいまして、まず、きちんと現地調査をいたしまして、局部改良をしっかり行っていきた

いというふうに思っております。それによって、視認が見やすくなり、災害が次に起こらな

いということでしていきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員
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○10番（吉川里已君）〔登壇〕

今、局部改良をしていただくということで、本当にありがとうございます。よろしくお願

いいたします。しかし、この武内から繁昌ダムまでの農免道路、これは17年前からもう改良

工事をされておるわけですね。そういう状況の中で、国道498号線とタッチする、その延長

線上にある繁昌ダム線が、整備計画すらいまだにできていないということについては、私と

してはやはりバランス感覚に欠けるというふうに思うわけであります。ぜひ、この整備計画

を早急に立てて、局部改良の次に全体改良をしていただきたいというふうに思いますけれど

も、答弁をお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

そのとおりだと思います。全体の整備計画の策定に着手をします。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。よろしくお願いします。

それでは、もう１点、市道についてでございます。これは市道の石木線でございます。

（パネルを示す）これは朝日町の甘久地区になりますけれども、ちょうど３年前、市長が脱

輪をされたところでございます。そのときには、この幅員が1.8メートルあるかないかとい

う幅員で、通学路であるにもかかわらず改良がされていなかったということで、樋渡市長の

英断と、そしてまちづくりの皆さんの御努力、そして地元地権者の皆さんの御協力によって、

幅員５メートルの道が立派に開通をしたわけであります。そして、ことしの４月でしたが、

甘久の区長さんが計画をしていただきまして、50年来の悲願であったということを申されま

した。そして甘久区民の皆様、そして朝日町の関係者の皆さん、集まっていただいて、盛大

に開通式典が行われたところでございます。そしてまた、その後、この道の両サイドには個

人の住宅、あるいは集合住宅等が今建ち並んでおる状況でございます。

今回は、この市道の石木線にタッチします市道の甘久中学校線、ここも学生の通学路でご

ざいます。ここの幅員が約２メートルというふうなことで、ここも非常に狭うございます。

そしてまた、ここの市道には水道管が埋設をされていないというふうなことで、今後、ここ

の宅地造成の開発がたくさん計画をされております。そういうことで、ぜひ水道管の埋設と

拡幅も含めて改良に入ってほしいという地元の強い要望もございます。このことに対して、

担当部局の見解をお伺いします。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長
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○松尾まちづくり部長〔登壇〕

議員御指摘のとおり、当路線は通学路として利用されています。幅員も２メートルから、

せいぜい２メートル50というところでございます。ただ、現在、この周辺というか、この道

路沿線の宅地化が進んで、今後も交通量がふえるというふうに見込まれます。それで、今度、

地元から地権者の同意書をつけて要望も上がっているという状況でございます。そういうと

ころから、今後、建物のあるところはちょっと別として、建物のないところの区間につきま

しては、石木線みたいな感じで５メートルの拡幅工事に入りたいというふうに考えておりま

す。（「水道」と呼ぶ者あり）そのときに水道管も一緒に埋設したいというふうに考えてい

ます。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。宅地が張りつく前に、こういったところは改良を早急にしていた

だきたいというふうにお願いをしておきます。

それでは、次に介護の質問に移りたいと思います。

きのうも介護については、いろいろ御質問があっておりました。国のほうは、医療費の削

減を目的として、平成24年度をめどに、今の療養病床、これを今34万床ほどあるやつを18万

床まで減らすんだということをうたっておるわけでありますけれども、このため、今、療養

病床を老健施設への転換がどんどん進んでいっておるわけであります。しかし、この療養病

床については、介護度が４とか５の方、特に認知症が激しい方とか、みとりまで医療行為が

必要な方がほとんどでございます。そういったことで、これまでの療養病床が例えば有料の

老人ホーム等に転換をされるとなれば、有料老人ホーム等には常勤の医師、あるいは看護師

等はいらっしゃいませんので、そういう有料老人ホームには医療が必要な高齢者は入れない

と、入所できないというふうな現象が起こっておるわけであります。

そしてまた、医療は別に受けなければいけないということで費用面もまた別に発生すると。

逆に、老健施設に今転換を進められておられますけれども、この老健施設には医師とか看護

師は常勤でおられますけれども、老健施設には基本的に長期の入所がなかなか難しいという

ふうに言われております。そういった重度の患者を受け入れる、そういった老健施設、ある

いは特別養護老人ホーム、こういった施設への待機者、きのうも話があっておりましたけれ

ども、今、武雄市で200名を超える方が入所を望んでおられるというふうな状況にあるわけ

でありますけれども、そういったことで、療養病床の受け皿となるこの特別養護老人ホーム、

大変不足しているのが実態でございます。今、武雄市には特別養護老人ホーム４施設ほどご

ざいますけれども、ここの定員が大体合わせて190名かというふうに伺っておりますけれど

も、その200名以上の方が入所待ちをされているということで、まさに異常な状態にあるわ
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けですね。そういうことで、こういった施設になかなか入れない。そこには介護度が重い方、

４とか５の方が基本的に優先して入ることになりますので、介護度が２とか３の方はなかな

か入れない、もういつまでたっても入れないんですね。そういうことで、そういったところ

の家族の皆さんにとっては、やはり体はしっかりされているけれども認知症をお持ちの方と

か、非常に目が離せないと、大変だというふうに言われるわけであります。それが家族の切

実な本当の悩みだというふうに思うわけでありますけれども、ぜひそういった家族の暮らし

と生活を守るために、やはりこの増床をしていただきたいというふうに思いますけれども、

担当部長の所見をお伺いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

昨日、質問がありましたように、武雄では老人保健施設、特別養護老人ホームですね、今

ありましたように260名の方が待機されております。待機されている方で他の施設に入所さ

れている方が138名、要介護３以上で在宅即時入所希望の方が４名、待機者の中で要介護３

以上でかつ在宅の方は67名となっております。昨日も国の基準が37％ということを申しまし

たけれども、佐賀県の現状としましては、19年度の時点で51％、杵藤広域圏では20年８月現

在では50.6％となっているところでございます。第４期の杵藤地区の介護保険事業計画では、

施設・居宅系サービスの整備状況は、平成26年度の44％を大幅に上回っているということで、

なかなか新設増床もできない状態になっているところであります。しかしながら、これから

の団塊の世代ですね、それから国の政策で後期高齢者医療制度をつくりましたけれども、こ

れは高齢者がふえる、医療費をどうにかしなきゃならないというようなことで国がつくって

おりますので、医療と介護は同じものだと思っておりますので、私としてはこういう施設に

ついては増設されるべきだと思っております。

それから、本年５月28日に介護基盤の緊急整備特別対策事業が打ち出され、県に協議に行

ったところでございます。県が言うには、県の算定基準は変わっておらず、割合が50％を超

えていると。全国で第３位の整備率になっておるので、佐賀県はなかなか変更を認められる

ことは不可能だろうということでありましたけれども、今申しましたような状況から、今後

もどうかするということが見込まれますので、介護保険事務所、検討には強く増床について

の要望を行っていきたいと思っております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

その施設の必要性については十分認識をしているというふうな答弁でありますけれども、

この武雄市の老人福祉計画ですね、これは平成21年から23年までの計画書であります。これ
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はいただいたものでありますけれども、これはことしの３月に武雄市がつくっておるわけで

すね。これは同志の27番の髙木議員も３月議会でしたか、この質問をちょっとされたという

ふうに思います。そのころちょうどでき上がっておるわけですね。武雄市の実態がそういう

状況にあるわけですね。その中をちょっと見てみますと、どうなっておるかといいますと、

基本理念のところに、「市民にそれぞれの状態やニーズに合ったサービスを提供できるよう

保健、医療、福祉の充実とその連携が必要です」と。そして重点課題、「基本方針１、もし

もの時に安心できるまちの実現に向けての重点課題。高齢者が安心して暮らすためには何か

あったときにでも支えがあることが重要です。そのまちにその支えがあるからこそ、高齢者

を初め、みんながぬくもりを実感して暮らすことができます。そのためには介護が必要とな

ったときにも必要なサービスを受ける体制ができて、整っていることが重要です。介護保険

サービスの充実、老人福祉施設の充実」というふうに書いてあります。一番最初の出だしは

いいんですけれども、この30ページに及ぶ中身を具体的に見ますと、中の施策、あるいは目

標値にはそういった武雄市民の本当の要望、特別老人ホームをふやしてほしい、待機者を減

らしてほしいといったことは一言も書かれていないですね。ここは担当されるくらし部の部

長として、武雄市の実態をやはりこの計画書にのせていかないかんと思うわけですね。国が

医療費を削減するからとか、先ほども言われました建設の状態、37％が基準であると、県と

しては51％までもう建設がされている、広域圏で50.6％と。そういう机上の空論じゃなくて、

実態をきっちりと載せて、保険料ありき、医療費ありきじゃなくて、実態ありきでやってい

ただきたいというふうに思うわけです。なぜこのような計画書をつくられたのか、部長にお

伺いいたします。

○議長（杉原豊喜君）

國井くらし部長

○國井くらし部長〔登壇〕

計画書を作成しておりますけれども、この時点で在宅サービスへの切りかえということが

ありましたので、認知症の高齢者の方の支援や高齢者の身近な場所で支える環境整備として、

施設・居宅系以外の地域密着型サービスを中心とした整備の計画というのが念頭にあったと

ころであります。それから、小規模多機能型居宅介護施設の整備、グループホーム、有料老

人ホーム等の整備で上げられ、特に介護型、療養型からの転換による老人保健のグループホ

ーム等の整備が考えられるということで、そういうふうに記述してあるわけですけれども、

療養型につきましては、今回、政権が変わりましたので見直しがされると聞いております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕
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この計画書にも県の計画にも地域密着型に持っていくんだというふうに書いてありますけ

れども、本当の意味のニーズをとらえた地域密着型にはなっていないんですね。私のところ

の近くにもアミトロという病気を持った方がおられたわけであります。このアミトロは筋肉

が萎縮する病気で、かむこととか呼吸をすることが非常に困難になるということで、その方

は、結局、口から食物をとることができなくて、胃に穴をあけて、胃瘻というやつをされて

おりました。この胃瘻といったものは、大体１食栄養剤を注入するのに１時間半かかるとい

うふうに言われています。１日３回ですから４時間半、そこに監視をしておかなければなら

ないというふうな状態にありますけれども、そういう方が介護度が２なんですね。そういう

方がなかなか特老には入れない、悩んでおられます。唯一そういった方が入れるのが、先ほ

ども言いましたような有料の老人ホームがあるんですけれども、この有料老人ホームは減免

措置がないですね。大体一月に15万円ぐらい費用がかかる。有料老人ホームには医師、看護

師が常勤でいませんので、そこでまた医療費が別にかかる、日用品もかかる。そうなると、

一般の年金だけの方はなかなか入れない方が多いわけです。

そういうことで、反対に特老とか老健でいきますと、大体月９万円程度で入所ができると

いうふうに伺っております。やはり患者とその家族のことを考えた場合は、医療とみとりま

で長期でやってもらえるところが必要なわけでありますけれども、そういった特別養護老人

ホームの増床がなければ、私たちの老後の暮らし、安心した暮らしというのは、なかなか来

ないと思うわけであります。そういうことで、ぜひ広域圏の管理者でもあります樋渡市長に

も頑張っていただきたいというふうに思います。市長の見解を求めます。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

非常に厳しい御指摘をいただいて、反省しながら聞いておりました。ただ、御理解いただ

きたいのは、基本的に福祉行政というのは、言うまでもなく国、県の一定の方針のもと、例

えば市がつくらなきゃいけないということになっていますので、それはくらし部も与えられ

た範囲の中で一生懸命やっております。その中で、私が思うのは、私もこれの策定過程を見

ておりましたけれども、やっぱり大きな重要な優しい目線が欠けていたなということは先ほ

どの議員の御指摘で率直に反省をしております。

先ほど國井部長から話があったように、民主党の政権公約で療養病床削減計画を凍結し、

必要な病床数を確保するということが具体化をすると、これは今の計画を改定し直します。

所要の条件が変わるということになるので、それをもって計画を改定して、優しい目線でも

う一回つくり直したいなと思っております。そういう意味では、いろいろ不安はありますけ

れども、民主党政権のこの計画を、まず厚生労働省と早くタッグを組んできちんとした大方

針を立てていただきたいと。それを踏まえて我々は計画を改定いたしたいというふうに思っ
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ております。

それと、ベッドの増床の話ですけど、それは言うまでもなく、今与えられた条件の中でそ

れは無理だというふうに言われていますので、それの条件が変われば、きちんと再度増床に

向けて要望をしていきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

ありがとうございます。よろしくお願いします。執行部にばかり言っておりますけど、私

も議員として、もっとこういったことをやっぱり勉強して、みんなで声を上げていかなけれ

ば届かないなというふうに認識をしておるところでございます。一緒になって頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、社会教育、公民館部門についての質問に移りたいと思います。

各町の公民館の主事さん、そして主事補の皆さんは、公民館長の指揮のもとに本当に忙し

く今されております。平日は夜遅くまでの会合、そして、土日は地域のイベントというふう

なことで、本当に頑張っていただいているし、感謝を申し上げるところでございます。町の

公民館は、やはり一つのコミュニティーの核となるところだというふうに思います。

その１点目として、社会教育法上の機能が１つある。そして、もう１つは、市役所の行政

と住民の方たちを結ぶ機関、そして、まちづくりの拠点という位置づけ、こういったものが

公民館には集約をされておるわけであります。しかし、昨今、いろんな事業が多くて、本来

の社会教育法上の教育とか、文化をはぐくむ運営が非常に小さくなっているんではないかと

いう、危惧する意見もあるわけであります。こういった私たちの生活に直接関係のある核と

なるところには、やはり人、物、金を重点的に役所としては投資をしてほしいというふうに

思うわけであります。

まず、公民館の目的でありますけれども、社会教育法を見てみますと、目的に「公民館は、

市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各

種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」というふうに位置づけをされております。

そういった状況の中で、今どのような仕事をされておるのかなということで、ちょっと洗い

出してみましたけれども、各課、あるいは県からのポスターとかチラシの展示、各課からの

チラシの配布、区長さんへの取り次ぎ、住民健診に伴うもの、各種事業の受け付け事務、各

課の調査物に対する協力、回答、各種イベントの要請事務、各種イベントの事前準備という

ことで、これは先週の日曜日も各地で敬老会がありましたけれども、公民館と区長会、そし

て婦人会の皆さんが何日も前から時間をかけて準備に当たっておられます。そのほか、教育
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関係でいくと、館長会とか主事会、成人式、人権フェスタ、教育関係のいろんな調査物、そ

れから各種団体総会、研修会への参加、防犯協会だとか、体協とか、まちづくり推進とか、

いろいろあります。そのほかにもトムソーヤの関連事業、あるいは子ども教室、わんぱくス

クール、通学合宿、各種の講座、まちづくりの交付金事業等々、私が上げただけでもこれぐ

らいありますし、もっとあるかというふうに思うわけでありますけれども、今、公民館で社

会教育に関する仕事と一般の行政に関する仕事、どれくらいの仕事量があるのかなというふ

うなところをお伺いしたいと思います。

そしてまた、こういった仕事が今、各公民館ばらばらでありますし、ボリュームもいっぱ

いになってきておるというふうなことから、一度、この事務事業について精査をする時期に

そろそろ来ているんではないかなというふうに思いますので、そういった点の現状認識を教

育部のほうにお伺いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

お答えいたしたいと思います。

２月の中旬から公民館のブログが立ち上がりまして、現在アクセス数を見ますと約７万を

超えるアクセスがあっております。今お話にありました忙しい中で、各公民館では地域にそ

ういう情報公開もしてもらっているわけであります。それを見せてもらいまして、今おっし

ゃったようないろんな業務がありまして、そして、それはなかなかきちっと分けられないよ

うな性質のものが非常に多いわけでございます。まちづくりと一言に言いましても、いろん

な面がございますし、子育て関係、あるいは社会教育団体関係の指導助言等入れましても、

分けづらいところがございます。ただ大きく考えまして、先ほど言いました公民館として本

来の事業、社会教育法では６項目あるわけでございますが、その事業は核としてしてもらい

つつ、先ほどおっしゃいましたまちづくりの事業、あるいは地区の行事、市の行政関係のこ

と、あるいは各種団体の催し物、そして、先ほど言いましたブログで見ますと、各町全体じ

ゃなくて各地域の行事等まで目を配り気を配ってもらっていると。そういう面で、公民館主

事さんの役割の大きさと、各公民館の役割の大きさというのを改めて感じているところでご

ざいます。

おっしゃいましたように、たくさんの事業を、そして役割を果たしてもらっていて、かえ

って何でもしてもらっているので、逆にわかりづらいというような話も聞くわけであります。

もう少しきちんと整理すべきだという御意見は本当に貴重な御意見でありまして、私どもも

その線で再度考えたいと思っております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員
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○10番（吉川里已君）〔登壇〕

精査をしていただくということでありますけれども、例えば、佐賀市あたりは各町の公民

館の位置づけを完全に行政とは分離されておるわけですね。本来の社会教育法に基づいた公

民館機能だけにして、そこに事業費を当て込んでおると。一足飛びにそれがいいのかどうか

はわかりません。わかりませんけれども、やはりまちの中心となる、核となるところであり

ますので、ぜひそこには力を注いでいただきたいというふうに思うところでございます。

それと、社会教育主事の講習でございますけれども、社会教育法の第９条の５に「社会教

育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う」というふうに

なっております。こういった社会教育主事の資格をお持ちの方が武雄市役所に今何名おられ

るのか、そしてまた、そういった方たちが公民館にどれだけ配属をしていただいているのか、

お伺いをしたいと思います。そして、ちょっとあわせてですけれども、ここ数年の講習状況

ですか、そういう講習を受講されているのか、そこら辺もわかったら教えてください。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

現在、社会教育主事の資格を持っている職員が14名でございます。公民館に配置されてい

るのは１名でございます。研修につきましては、九州大学、長崎大学で20日以上の研修が集

中的にあるわけでありますが、私が職につきましてからはちょっと研修に派遣していないと

記憶しております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

今、武雄市役所内に14名の社会教育主事の資格を持った方がおられるということで、実際

その方たちが公民館業務に携わっている方は１人しかいないということで、これは非常に残

念でなりません。やはり社会教育法上の教育文化をはぐくむといった観点からすれば、もっ

ともっとここは強化をしていただきたいというふうに思います。

教育長が就任をされてからということであれば、３年間はこういった講習を受講されてい

ないということでもありますし、若い方たちをどんどんそういうところに送り込んで、社会

教育の充実に努めていただきたいというふうに思いますけれども、こういったところの計画

を立てて今後やるおつもりがあるかどうか、再度答弁をお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

確かに強力に業務を進めるために、社会教育主事の研修を積んで資格を持っていただきた
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いという気持ちは十分ございます。ただ、受講する際に、実務経験の年数、何年というのが

条件として要るわけでありまして、資格としてですね。そうすると、何年か公民館で経験を

積んで、そして受講すると。そしてまた公民館の仕事をするとなると、かなりの年数が経過

をするということでございます。そういうことまで含めまして、本人さんのキャリアの経験

の計画もありましょうし、そういうことまで踏まえた上でのことかというふうに考えており

ます。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

そういうふうに実務経験が必要であります。ですからこそ、計画が大事ですね。やはり何

年かかかるんだったら、早急にそういう教育の計画を立てて実行に移していただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いをしておきたいと思います。

それと、平成21年度の公民館の予算をちょっと見てみましたけれども、各町の公民館の予

算、大体500万円から600万円の予算が平成21年度つけられておるところでございます。この

表を見てみますと、報酬、賃金といった人件費、あるいはガス代とか、水道代とか、修繕費

とかいった光熱費、固定費にかかわる部分が恐らく99％近いんじゃないかなというぐらいご

ざいます。

そういうことで、実際の公民館業務にかかわる事業費、事業費という項目はありませんけ

れども、報償費なんですけれども、報償費が旧武雄市の山内、北方を除いた各町の公民館、

ここは事業費ゼロで予算をされております。そういったことで、各町公民館独自の社会教育

の充実といった観点からすれば、この事業費がゼロっていうのはやっぱりあり得ないと思う

んですね。事業計画をある程度立てて、それにはきっちりとした予算をつけてやる、そうい

う配慮がやっぱり必要だというふうに思いますけれども、そこのところは教育部にお伺いを

したいというふうに思います。

そしてまた、朝日町においては、川内公民館長が今就任をされております。新たに青年ふ

れあい講座といったものを企画していただいて、それを今、実践をされております。先日も

９月１日でしたか、樋渡市長が講師になって来ていただきました。これからの時代を担う20

代、30代の青年が本当に群れをつくって、一緒に楽しく講座を受けられております。その後

方には朝日町の一般の方が五、六十人来て、その場を盛り上げていただいておると、そうい

う状況にあります。こういった大切な社会教育事業には、ぜひ予算づけをお願いしたいとい

うふうに思うところでございます。そしてまた、町のコミュニティーという観点からすれば、

行政部門も半分は仕事があります。ぜひ、町の核となるところでございますので、そこに人

が足りなければ人を投入する、物が足らなければ物を投入する、金がなければそこに金を入

れる、それぐらいの配慮を重点的にやっていただきたいというふうに思うところでございま
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すけれども、ここは市長の見解をお伺いいたします。あわせてお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

各公民館の事業でございますが、今、お話にありましたように、各公民館で自主的に企画

した事業というのが乏しいのではないかということでございます。これは毎年、11月ごろに

なりますかね、事業計画を出していただきます。その前に各町の公民館運営審議会を開いて

いただいて、そして、その中で次年度の計画を立てて、その事業計画をもらってヒアリング

をいたしまして予算をつけるという形で進めているところでございます。したがいまして、

今後、ますます各町の運営協議会、公民館運営審議会ですか、十分御検討いただきいたいと

いうふうに思っております。

その中で、当初から話に出ていますように、公民館ならではの事業として朝日町で始めて

いただいております青年ふれあい講座というのは非常に画期的な事業だろうというふうに思

っております。そういう意味でも、今後、各公民館にはそういう自主的な、我が町の必要な

課題で学習の機会を設けると、そういう視線で事業を考えていくように、また指示していき

たいというふうに考えております。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

今、ＮＨＫの「再生の町」というドラマで、吉田栄作市長さんで、筒井さんがＵターンで

帰ってきた職員の役をされていて、今２回目でありますけど、その２回目のときに公民館活

動が出ていたんですね。その公民館活動の中に、主人公の奥さまがフラワー教室の先生をさ

れていて、その教室で市民の皆さんたちを教えているという場面が出てきて、当然これは架

空のものですけれども、そこに予定表があったんですよ。そしたら、何時から何時までフラ

ワー講座で、その次は何とか講座というのが、だぁーとあったんですね。ああ、これは架空

の市のなみはや市とはいえ、恐らくこれがあるべき公民館の姿なのかなと。要するに、その

中には多分、先ほど教育長が答弁したように自主事業もあれば、そこを貸して、例えばさっ

きみたいに、牧瀬里穂さんが奥様役ですけれども、牧瀬里穂さんみたいな方に貸してしてい

るもう１つの自主事業じゃない事業というのもあると思いますし、そういうことが社会教育、

社会文化の中心になっているという姿がありました。

思えば、私が高槻市役所に赴任をしていたときに、私のイメージだと関西の公民館という

のは、もうそがん講座とか、事業ばかりなんですね。それで、私もパソコン講座とかってい

うので楽しみに行って、講師もしたこともありますけど、非常に盛況であったので、恐らく

議員が今ここでお話しされているのは、そういうイメージのことをお話しされているという
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ふうに思っています。

そういう意味で言うと、川内館長さんが青年ふれあい講座を立ち上げられてやられている

というのは、これは本当に画期的なことだと思っていますので、これをひとつモデルにして、

今後どういうことができるかというのをしっかり検証して、必要な予算については確保する

必要があるというふうに認識をしております。先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮ですけ

れども、ただ、今、事業をいっぱいしよんさあわけですね。だから、それは教育長が答弁し

たように整理を一たんする必要もあわせてあるんだろうというふうに認識をしております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

公民館の事業についても、やっぱり各町の公民館から独自に上がってくるように、上から

のトップダウンだけでこんな事業をやろうよということだけじゃなくて、各町公民館が自主

的にこんなことを私たちはしたいといった声が上がってくるような公民館づくりをぜひして

いただきたい。そのためには先ほども言いましたように、社会教育主事の講習あたりも非常

に重要なことだというふうに思いますので、そういったところをお考えいただいて、今後の

事業に当たっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。

それでは、次に財政についての質問に移りたいというふうに思います。

平成21年度の当初予算に加えた予算総額は空前の規模になっていったわけであります。武

雄市の当初予算での一般会計の歳出総額が185億6,151万円であったものが、補正によって

211億7,087万円というふうに膨らんでおります。一方、国のほうを見てみますと、一般会計

総額88兆円であったものが、補正で102兆円規模となっております。言うまでもなく、この

巨額な歳出については公債によって賄われるわけでありますけれども、この公債発行額が国

のほうでは33兆円と言われていたものが、今47兆円まで膨らんでおるわけであります。これ

は世界的な経済危機への対応ということで、十分理解をするところでございます。しかし、

一方、見方を変えれば、私たちの税収の先食いということになるわけであります。この国債

発行がやはり私たちの将来にツケを残さないように、そしてまた私たちの地方に今後重くの

しかかってくるということは、やはり執行部としても、市民としても直視をしておかなけれ

ばならないというふうに思うわけであります。

そこで、市税についてお伺いをしたいと思いますけれども、これだけ武雄市も一般会計の

歳出規模がふえておるにもかかわらず、市税については52億7,066万円。これは年度当初の

予算額と補正後の今の状況と何ら変わりがないわけでありますけれども、本年度末の税収、

市税の見込みをどのくらいに立てられておるのか、お伺いをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）
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大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

見込みについては、現時点での見込みということで御説明申し上げたいと思います。

市税の収入につきましては、議員おっしゃいますように当初予算で約52億7,000万円を見

込んでおりました。固定資産税におきましては、当初見込みよりも約4,000万円の増収が見

込まれるというふうに試算しておりますけれども、現在の経済の厳しい状況の中で、法人市

民税においては非常に悪化するだろうというような見込みをしております。１億3,000万円

を超える減収があるということで、市税全体としては当初予算と比較して約9,000万円の減

収になって51億8,000万円程度、現時点では見込んでいるところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

固定資産税は4,000万円の増収、そして法人市民税が１億3,000万円の減収ということで、

やはり厳しい経済状況が伺えます。全体として9,000万円の減収ですね。今、こういう経済

危機の状況ですので、歳出を抑制していくというのは十分わかるわけでありますけれども、

やはり税収の確保といったところにも力を入れていただきたいというふうに思います。

そういった中で、固定資産税4,000万円ふえているということでありますけれども、新年

度からこの税率を引き下げるという提案を今度の議会にされているところでございますけれ

ども、この見直しがされた場合に、佐賀県内での武雄市の位置づけがどのようになるのか、

お示しをいただきたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

現在、県内各地の現行の固定資産税につきましては、当市が1.55％で10市の中で一番高い

というところでございます。続いて、多久市及び鹿島市が1.50％でございます。その他の７

市、佐賀市含めましてですけれども、標準税率の1.40％ということでございます。今回、御

提案しております改正が御承認いただけますと1.48％ということで、多久市、鹿島市に次い

での税率ということになります。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕
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多久、鹿島よりも低くなるということですね。そして、また都市計画税を含めたら、一部

佐賀、鳥栖よりも武雄市が低く抑えられるということであります。今回、民主党政権が誕生

をしたわけでありますけれども、この政策を見ていると、言い方は悪いですけど、やはり個

人へのばらまきといったものが多いですね。そして、公共性のあるものはカットする、凍結

するといったことが、新聞でも、テレビでも、ワイドショーでもいつも言われております。

そういったときに、本当に武雄市政が今後思ったとおりの事業が展開できるのかといったと

ころは非常に危惧するわけですね。先細りをしないかということでありますけれども、そう

いったところで、やはり武雄の市長としては、連立政権、民主党、社民党、一角を担う社民

党さんにも、じゃ経済の活性化策はどんなやつがあるんだと、武雄市が発展するためにはど

んなやつを考えているんだといったところを、市長もそういったところをお話しされて、い

ろんなアドバイスを受けるといったところも大事じゃないかというふうに思っております。

市長として、そういったところをどのように思われているのか。そしてまた、固定資産税の

税率が下がった場合、１億2,000万円ですか、税収が計算上は入らなくなるわけであります。

そういったところの穴埋めを武雄市としてどうしていくのか、そういったところの対応策も

あわせてお伺いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

答弁は順番を入れかえて、穴埋めのほうからお答えしたいと思います。

まず、１つ目が病院であります。病院につきましては、以前の答弁で申し上げましたとお

り、年間で最大で9,000万円、そして今の試算によると7,800万円、年間に入ってくることに

なります。したがって、7,800万円から9,000万円の税収が入ってまいります。それに加えて、

今どういうことが起きているかというと、実は池友会ときょうの朝、電話で協議をいたしま

して、お医者さんたちの家を確保してほしいと。何軒ですかと聞いたぎ、６軒、６軒ですよ、

まず。それも割と広いゆったり目で固定資産税はいっぱいかかってよかけんが、つくってく

んさいということなんですね。わかっとうわけですね、池友会は。そういったことで貢献を

するということになっていますので、これが恐らく私が再三リコールに伴う選挙の場でも申

し上げましたけれども、命とは別に、病院の経済効果に雇用の確保と税収の確保がきちんと

リンクをするという状態になっていくと。これをぜひ、快く思われない議員の皆さんたちも

いらっしゃると思いますけれども、御理解をしていただきたいというふうに思うわけです。

その上で、ほかにあるのは、工業団地の企業の張りつけは今伊藤理事を筆頭にして一生懸命

頑張ってまいります。そして、さまざまな所得を上げる施策をきちんとやっていくというこ

とになれば、それがすなわち税収になって我々に入ってまいりますので、そういう施策も積

極的に行う必要があるだろうというふうに認識をしております。
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それと、２点目の民主党政権で、社民党さんのお話が出ましたけれども、非常に心配して

います。というのも、一体財源をどこにするんだろうといったときに、関東の八ッ場ダムの

凍結が今ニュースで出ていますけれども、これはもう公共事業を削るぐらいしかなかわけで

すね。私が聞いている限り2.2兆円は削るということになっていったときに、黒岩議員、一

生懸命やっていただいております、国道34号線のバイパスの問題であるとか、あるいは杉原

議長がやられておりますけれども、35号線の西谷峠の部分であるとか、女山であるとか、国

道498号であるとか、いろんな声が聞こえておりますけれども、そういうのが削りやすいん

ですね。中央の目から見たときに削りやすいといったときに、やはり頼りになるとは僕は社

民党だと思うんですね。本当に、ここの議会の場に民主党の方々はいらっしゃらないわけで

すよ。自由民主党の方はいっぱいいらっしゃいますけれども、民主党の方はいらっしゃらな

い。といったときに、民主党と私たちをつなぐっていうと、やはり固有名詞は避けますけれ

ども、社民党の議員しか頼るすべがないわけですね。ですので、ここは建設的な協議をぜひ

進めていただいて、むしろ、こういったことがあるよということを、やっぱり政権与党に入

っぎ、いっぱい情報の入ってくるとですね。もう野党時代とは比較にならんぐらい情報の入

ってくっけんがですよ、それを迅速かつ速やかに教えていただければ、ありがたいというふ

うに思っております。これは党派を超えて──僕は社民党に反対しているわけじゃないです

よ。そういう立場を超えて、やはり武雄のためになるようにしていく必要があるだろうとい

うふうに思っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

武雄市の発展のためにいろんな事業をしていく上では、やはり財源が一番大事であります。

ぜひ財源確保に向けた動きもあわせてお願をしたいと思います。

それにあわせて、水道について若干お伺いしたいと思います。

質問を予定しておりましたけれども、午前中の髙木議員の御質問で大体わかりましたので、

午前中の話からすれば、昨年４月からの水道料金の引き下げで、平均13％引き下げられたと

いうふうなことで、標準世帯20立米当たりで年間9,300円の負担軽減になったということで

あります。ただし、決算では１億6,400万円の減収ということで、この減収の穴埋めについ

ても先ほど水道部長のほうから企業債の借りかえ等で利息の削減、5,000万円ですか、5,600

万円やったですかね、職員給与、あるいは委託の見直しといったことで4,700万円ほど浮い

たというふうなことを答弁いただきましたので、この程度にしておきたいといふうに思いま

すけれども、最後に、武雄市の水道事業、恐らく私の記憶では昭和の四、五年から始まった

んじゃないかなというふうに思います。半世紀以上、80年ぐらいたつんですね。そういう状
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況の中で、あとは施設、道路の下に埋まっています配水管、こういった部分の耐用年数は、

はるかに超えている、もう２倍近くになっているところがあろうかと思います。その水道管

を見れば、本当に非常に見ておられないような状態になっているというふうに思います。そ

ういったところも含めて、そういった老朽施設の更新を含めた今後の見通し、収支見通しあ

たりが示せたらお伺いをしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

宮下水道部長

○宮下水道部長〔登壇〕

お答えしたいと思います。

午前中の説明にいたしましたときには、実は21年度、今年度の償還、この分のプラスアル

ファというのは入っておりません。こういう部分を、それから今後施設を統合していきたい

といふうに考えております。浄水施設が今５つ運用をしておりますが、もう少し効率化がで

きるのではなかろうかというふうに思っております。こういうことを加味しまして、老朽施

設、特に配管なんですが、こういった部分の投資に使っていきたいというふうに思っており

ます。

現在のところ、老朽管について、古い管については、老朽管工事という部分と、それから

鉛管の工事という部分と緊急的に漏水対応、こういう工事を、言ってみれば、ばらばらに対

応しているという状況であります。そういうものをもう少し計画的に統合的にやっていけば、

予算を効率的に使えるのではなかろうかというふうに考えておりまして、先ほど申し上げま

した、もう少し余裕が出てくる財源を使いながら、そういう施設の整備にこれから取り組ん

でいきたいというふうに考えております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

今後、施設の統合、それから企業債の繰り上げ償還等で財源を生み出していきたいという

ことでございます。しかし、これは災害とも関連するわけでありますけれども、各地で地震

等が起こっております。80年もたった施設といったものは、やはり将来の私たちの子どもた

ちのためにも前向きに更新を進めていっていただきたい。今、漏水対応とか、配水管の交換、

年間数千万円しか予算がついていませんね。やはり耐用年数で回していこうと思ったら、３

億、４億、５億のお金を毎年投資する必要がありますので、そういったところも将来を見据

えて、ぜひ対応していただきたいと思います。

最後に、市民病院についてですけれども、企業というふうな見方からすればＱＣＤ品質、

それからコスト、そして対応力、スピードですね。本当に今の市民病院、対応力がついてき

たなというふうに思うわけであります。あと、最後残された課題は、きのうもちょっと話が
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出ておりましたけれども、私は民間に移行する中で３者協議、これをきっちりと立ち上げて、

スムーズな移行をしていくというふうなことで思っておりますけれども、この巨樹の会と、

そして地元の医師会、そして武雄市の協議について、もう少し詳しいことが答弁できれば市

長にお願いしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

３者協に関しては、きのう議会答弁が終わった後に取材もあり、そして議会をごらんにな

られている方々から幾つか問い合わせがありました。やはり関心は高いんだなと思っており

ます。こういう市民の御意向を踏まえまして、きょうの朝、鶴崎さんと電話協議をいたしま

した。医師会と私どもで委員長をだれにするかということで最終調整がとれていませんでし

たが、私と医師会とで委員長候補は信友さんでいこうと。これは選考委員会の委員長であり

ます。そこで合意ができましたので、これの合意を私の口から鶴崎さんに申し上げたところ、

池友会の実質的なトップでありますが、それは快く許諾すると、受けるということになりま

したので、これをもって３者の意思として信友委員長さんにお話をしに行こうということに

しました。この結果、受けていただくことになったとき、最速に10月の半ばまでには第１回

の３者協議会を開くと。これをもって、私は新たな地域医療のスタート点になるというふう

に本当に思っております。ですので、これを核として医師会とも連携をし、そして、当然で

すけれども、池友会とも連携をし、進めていくという大きなステップになろうかと思います

ので、ぜひ議会の皆様方も御理解と御協力と御指導をお願いしたいというふうに思っており

ます。非常に安心をしています。

ただ、信友さんが受けられるかどうかというのは、それはちょっと相手のある話ですが、

この一点で合意ができたということ自体、去年と比べると大きな大きな進歩だなと、医師会

の皆様方に本当に感謝をしたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

10番吉川議員

○10番（吉川里已君）〔登壇〕

以上で終わります。

○議長（杉原豊喜君）

以上で10番吉川議員の質問を終了させていただきます。

ここで議事の都合上、10分程度休憩をいたします。

休 憩 15時２分

再 開 15時14分

○議長（杉原豊喜君）
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休憩前に引き続き一般質問を続けます。

次に、９番山口良広議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

ただいま議長より登壇の許可を得ました９番山口良広です。きょうは、私が考えています

災害復旧では、上田議員や吉川議員のほうからいろいろと意見を聞き、答えも出てきました。

しかし、私も私なりに主張の機会を得ましたので、時間いっぱい一生懸命頑張りたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

今回の７月25、26日の水害で被害を受けられた皆さんに対し、心からお見舞い申し上げま

す。それと同時に、一生懸命交通指導から水害復旧まで御尽力された消防団員の皆様に心か

らお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また、災害復旧のごみ出しや消毒ま

でと、一生懸命働いておられた武雄市職員の皆さんに本当にありがとうございましたと言い

たいと思います。いろんな皆様のおかげで武雄市はいち早く立ち直ったことに対し、改めて

武雄市民の頑張りに敬意を表したいと思います。

そんな中で、幾つかの問題点や要望点を私なりの視点で質問をしたいと思います。

今回の水害では、朝日地区では六角川流域、特に高橋ではポンプも３台設置されたことだ

し、もう水害の心配はないというふうな気持ちが地域住民に広がっているのが現実でした。

そんな中で今回の大水害、地元人はびっくりしたものだと思います。その点、どんなところ

にこの水が、水害に問題があったのか、それと同時に今回の水害では情報をどう市民に伝え

るかということで先ほど吉川議員のほうで無線等のことがありました。どうしても私たちの

年代になりますと、映像が主体になります。そんな中で私なりに考えたものがあります。そ

れは、今回の水害時のようになった場合、市民の皆様にどうしても私たちは映像で見たいな

という感じがあるわけです。そうした場合、杵島地区には有線テレビがあります。この有線

テレビの中に水害警報発表と同時にいろんな情報を、雨量や予報、ポンプの運転状況、交通

規制などいろいろな情報を有線テレビの協力を得て瞬時に映像として放映してもらうことが

できれば、もっと我々は無線等や、また拡声器等の音量ではこの雨の多い中、風の多い中で

は厳しい面があるかと思いますけど、今のところ、一部を除けば電源が切れるというものは

余りありません。その中では、映像、有線テレビは見るんじゃないかと思いますけど、その

点も含めてこの情報伝達ということと今回の大雨の特徴等を質問したいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

まず、今回の豪雨の特徴でございますけれども、これは今日よく言われますゲリラ的豪雨

というような部類に入るんじゃないかなというふうに思っています。特に26日、これは雨の
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降り方としては断続的な降り方ではなくて、午前６時から降り出した雨が、テレメーター雨

量で正午までに継続的に激しい雨となったと。６時間で累計雨量167ミリというふうになっ

ております。それから、24日から26日にかけての総雨量では444ミリと。これは佐賀県内で

も７月の平均の月降水量を上回る大雨というふうになっております。

それからもう１つ、映像での放映ということでございますけれども、武雄市災害対策本部

が設置されれば、ケーブルテレビを通じて情報の提供を行うということになっております。

今回も災害本部を設置したことによりまして、災害特別番組ということで六角川の監視カメ

ラによる映像配信、それから土砂災害情報、道路の冠水情報等を随時放映していたというこ

とでございます。これからもケーブルテレビともこういったことを十分協議をしながら、映

像による情報配信ということを今後とも続けていきたいというふうに思っております。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

私もちょっと災害時で余りテレビの前にいませんでしたので、どのくらいの映像かという

ものが余りわからなかったんですけど、そんな中でもっといろんな形の中で的確なものがで

きないかなというふうな意見を聞いたので出したわけです。もっとこれが充実されて、先ほ

どの無線とセットになった形で情報の伝達ができればありがたいと思います。

では、次に移ります。いつものことですが、火災、水害、災害となりますと、消防団の皆

さんの力をかりるわけですが、先ほど消防団の活躍というものが言われました。そんな中で

具体的に消防団の活動というものがどんなものがあったか、お聞かせいただければありがた

いと思います。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

これは何回ともなく今回の議会で御答弁しておりますけれども、非常に消防団の方々には

多大なる労力をおかけしたと。まず、現場にいち早く行っていただくのが消防団の方々でご

ざいまして、そこからの情報発信というのが非常に災害対策本部においても重要な情報とな

っているところでございます。

まず、主な活動でございますけれども、大雨洪水警報発令時から危険箇所等のパトロール

をしていただいております。

それから、道路冠水に際しましては通行どめ、それから迂回指示、こういったことを行っ

ていただいております。

それから、家屋が浸水したところにつきましては、周辺に土のう積み等のこともやってい
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ただいております。それから、土砂災害の応急対応ということで、青のシート張り等も行っ

ていただいております。

それから、避難時の対応ということで、想定による避難、それから避難誘導、それから非

常食の搬送と、こういったこともやっていただいております。

それから、災害事後の対応というふうなことで浸水被害の後片づけ、道路清掃、こういっ

たことに精力的に活動をしていただいたということでございまして、延べで722人の出動を

いただいたところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

今、いろんな場面での危険箇所のパトロール、情報の伝達、通行どめ等、いろんな消防団

での活躍があると聞きました。そして、この前、夏季訓練ということで橘と朝日の団は一緒

にするわけです。その中で、橘の区長さんからの話でしたけど、片白地区ではひとり世帯の

方が水害でつかっている畳を上げたり、いろんな家具等を上げたりと、今度の消防団の活躍

というものは細かいところまで行き届いたよということを言われていました。そんなような

形で消防団の活躍ができたということを、若い人の中でこんな青年や消防団員の皆さんが育

ったということを私はうれしく思うわけです。

そんな水害対策の中で、先ほど水害対策処理のことが出ました。それについてです。六角

川沿いの高橋地区ではヘドロが停滞し、道路など舗装箇所では乾かないうちに流さないと厄

介なものになるわけです。そこで、つい消防団の御協力をお願いするわけです。私たちが現

職をしていた20年前ごろと比べますと、団員の数も減少されたし、勤めに出ている方が大半

だと思うわけです。そんな中で今回のような出動は前にもありましたように、二晩続けての

活動で、くたくたな中での水害跡地の処理というものに大変御苦労されたと感謝したわけで

す。そんな中でどうしても地域の道路や舗装地を清掃するときは消防の水圧、水量というも

のが必要不可欠となってくるわけです。消防団につい無理を言ってお願いするわけです。し

かし、甘えてばかりいてもいいのだろうかというものを考えたりもします。先ほど地域に自

主防災会があるというふうにありましたけど、企業内にも自主防災会、自衛消防団等が設置

されているところもあります。そんな中に中古の消防ポンプでもあれば、その企業内やその

周辺部の災害復旧にも地域貢献ができるんじゃないかなというふうな声も聞いたわけです。

先ほど言いましたように、高橋地区は３台のポンプが設置されて二度と水害は来ないとい

うふうな神話は崩れました。２年前にも一部のところでは水害に遭ったわけです。そんなと

きにどうしてもそういうふうな形で消防の力をかりるのは心苦しいのでどうにかならないか

というのが私の提案であり質問です。ぜひ企業の自主防災会とか、自衛消防団等の組織があ

る中に、市内の消防ポンプの更新時に発生する中古のポンプを希望するそういう団体等に譲
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渡ができないかなということを感じるわけです。以上、質問します。

○議長（杉原豊喜君）

大庭政策部長

○大庭政策部長〔登壇〕

お答えいたします。

企業における自衛消防というのは消防法に定められておりまして、これは一定規模以上の

企業ということで、現在、消防法に該当するような企業さんというのは武雄にはございませ

ん。ただ、任意で結成されている企業というのは確かにあろうかと思いますけれども、その

把握はできていないところでございます。

それから、御提案の消防ポンプ等の期限が過ぎたといいますか、更新をされる際にそうい

ったものを分けることができないかということでございますけれども、一応、小型動力ポン

プの更新につきましては、20年使用したものからというようなことで更新を行っておりまし

て、これも長年使用しておりまして、消耗も激しいというふうなことでその利用は困難かと

いうふうに思いますけれども、その中でも何とか使えそうだというのがあれば、そういった

ことも考慮したいと思いますが、基本的には消耗が激しいというようなことで利用が困難じ

ゃないかなというふうな理解をしているところでございます。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

今言いましたように、消防団の皆様に協力を得てするには大変忍びないというものがあり

ます。ぜひそういうふうな地域に自主防災会というものをつくって、自主的な防災組織をつ

くりなさいというふうなことがあるならば、企業や地域内で、高橋地区、また朝日地区とい

うものは独特の地域です。そんな中で要望があったならば速やかに検討されて、中古ポンプ

あたりでも提供があれば消防団の皆さんの力をかりずにでもできるんじゃないかなというこ

とを考えています。ぜひ希望等があったら、前向きに検討されることをお願いします。

次に、洪水調整池についてです。先ほど吉川議員のほうからも出ましたように、大規模の

水害時の水量調整池というものの話がありました。私も先輩議員にこの話をしたところ、前

から言っていた話だけど、やっぱり時代がかわり、新しい市長ができれば、こんな話もスム

ーズにいくんだなということを喜んでおられました。それと同時に、その前に地域には大規

模や小規模の堤やダムがあるわけです。農業用であったり、防災用のダムであったり。今度

の水害での一番の問題は、小池議員も言われたように野越せ、すなわち想定以上の水が来た

ときは野越せというところからオーバーフローするような形になっているわけです。その水

量をいかにして個人、地域地域の人が責任を持って水量調整をやれば、もっと水害は防げる

んだという話を聞きました。
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ことしの雨を見ますと、田植え時期には雨が少なく、どこの農業用ため池でも盛んに水を

落としたものです。しかし、いつまでたっても雨が降らずに、ことしは水ば落とし過ぎじゃ

ないかということで、しっかりと支川をためていたのも事実です。私が管理していたところ

もそういうふうな形でしていました。そしたら、降り出したら今度はとまらんごと降り出し

て、もう調整池どころじゃないような状態になっていたわけです。これを考えたときに、私

は先輩議員が言われた、そこのダムに思い思いの水当番がいるから、その人たちの教育とい

うですかね、指導をして、こんなときにはどんどん水を落としてという指導をしとくないば

もっとよかったばいというふうな話を聞いたわけです。ぜひそんな検討もできないかお尋ね

したいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

議員の御苦労の話を聞いて本当に心が痛みました。確かにため池、武雄の場合は恐らく、

これは正確なデータは持ち合わせておりませんけど、かなり多いと思うんですよね。ほかの

自治体と比べると、ため池、堤が多いなというふうに思いますので、これをどう調整すれば

いいのかというのは、あんまりためとらんぎんた、干ばつになるかもしれんけんですね、後

で。だから、その辺はぜひ、やはり自然をよく知られておられる山口良広議員を初めとして、

これはやっぱりですね、私も堤の近くに昔住んでおったわけですね。そいぎ、やっぱり一番

それを御存じな方というのは、そこの地区の皆さんたちが一番それをお知りですので、その

情報はぜひ共有しなければいけないというふうに思っておりますので、貴重な御意見をいた

だいたと感謝しております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

ちなみに、川登土地改良区の理事をしておられる早田さんは、農業用ため池、庭木ダムで

すかね、（「庭木ダム」と呼ぶ者あり）庭木ダムに毎日のように行かれて水位調整をされて

おられます。そんな中で、この後はあやしかばいというふうなことが、やっぱり体の中にわ

かるそうです。水量の、雨の状態がです。（発言する者あり）

○議長（杉原豊喜君）

静かに、静かにしてください。（「笑い事じゃないよ。大事なことよ」と呼ぶ者あり）山

口議員、もう少しまとめをして質問してください。（笑い声）

○９番（山口良広君）（続）

どうも失礼しました。そういう方もおられますので、そういう方の指導でも仰ぎながら、
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水量調節ができるような形で水管理ができれば、もっと水害というものは少なくなるんじゃ

ないかなということを思います。

では、次に移ります。道路災害についてのお尋ねです。

今回の災害では、武雄武内線が大きな道路被害を受けたのです。幸いなことに、事前に通

行どめの指示がなされ、人的被害がなかったことに際し、関係者の判断に心から感謝したい

と思います。それと、いち早い対応で片側通行であれ、通れるようになりました。素早い対

応をしてもらった県当局並びに市幹部の方に感謝したいと思います。

ここで本来ならば、私は８月30日の開通がこんなに早くできるとは思いもせずに、武内繁

昌線の、先ほどの吉川議員の質問にありました、大型農道の重要性を訴えて、その開通をな

るだけ早くしてもらい、地元住民の要望の高い国道との取りつけ道路の拡張整備をしてくれ

と訴えたかったわけです。しかし、先ほどの吉川議員の質問の中で早期にできるということ

を聞きましたので、この分はありがたく感謝したいと思います。その先、繁昌黒尾線の拡張

も、道路から来た車がこの道路をたくさん通るよということで言いたかったわけです。しか

し、迂回路として武内武雄線のほうが開通したので、余り意味がなくなりました。しかし、

この繁昌黒尾線の重要性は大きなものがあります。この迂回路として改修しますという声は

無理かなと思ったわけです。しかし、ここにあるＵ字道路は危険です。若木、武雄の近道と

して、車は制限速度がないことをいいことに直線道路では60キロメートル以上のスピードで

走ります。歩道もありません。通学の自転車も通ります。また、この地域は自然が豊かで、

田舎が残り、人情味もあり、しかも安全な地域ということで住宅がふえております。子ども

たちも10年前には子どもクラブの会員が10人ぐらいでした。それが今は30人を超え、来年ま

でには10戸以上の住宅の建設が予定されています。それが沿線地である黒尾地区です。そこ

にある１戸の住宅が絡んだＵ字道路、幸いにも周辺道路は拡張工事がされそうです。ぜひ何

とかしてくれというのが地域住民の声です。私の提案はここまでです。最終日にお孫さんを

第２保育園に送っておられる黒岩議員が質問されます。その中から改修しますの答弁を聞き

たいと思っています。それから後は私も地元の議員として、地域発展のために私のできる範

囲で地域貢献をしたいと思います。最終日の一般質問で改修しますの答えが出ることを期待

して、次の質問に移ります。

次に、観光振興についてです。今、武雄では急ピッチで新武雄温泉駅の工事がされていま

す。北口まで含めたオープンはいつごろになるのか、そしてまた、駅舎の装備はどうなるか

お尋ねしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

お答えいたします。
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新武雄温泉駅、駅は東京駅をイメージしたれんが調の外観というふうになる予定です。こ

ういう感じで今建築が進められています。（パネルを示す）これはですね、乗ったことがあ

られると思うんですけど、ホームは１つですよね。ホームが１つで線路がその両サイドにあ

ると。しかし、もう１つつくっているのが１番ホームをつくっています。その１番ホームと

２番ホームで、ホームが２つ。線路が１番ホームのほうにつきますから、線路は３本という

ふうになります。

それから、温泉駅ができたら、この高架下に物産館とか案内所をつくる予定にしておりま

す。今、つくろうとしているのが、これが案内所のパース図でございます。（パネルを示

す）ここに一部、こういうふうな喫茶コーナーを設けたところの観光案内所をつくろうと。

こういうスペースのところに物産展示場ができるというふうになっています。

それと、今駅に行けば、南側から駅に入った場合、左側に物産販売所がありますね。あそ

こが今回は今のところに物産展示場ができますので、その部分につきましてはこういうふう

なギャラリーをつくる予定でございます。平面図で見ますと、（パネルを示す）これが今の

駅で、これがコンコースですね。コンコースの左側に案内所ができる、ギャラリーができる

と。それで駅の東側のほうに行けば身障者用の駐車場とか、あるいは駐輪場ができる予定と

いうふうになっております。

以上でございます。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

では、いつごろのオープンの予定でしょうか。

○議長（杉原豊喜君）

松尾まちづくり部長

○松尾まちづくり部長〔登壇〕

すみません、先ほど言えばよかったんですけど、11月に完成予定でございます。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

今、ベールに包まれた新しい武雄温泉駅の北口を中心とした中心部が発表されました。ぜ

ひ観光の拠点として発展することを期待したいと思います。

私は３月の定例会の一般質問で西九州ルートでは武雄から先はフル規格での工事をされる

ことを訴えました。ぜひ、昨日、前田議員も言いましたように武雄から先を在来線規格では

なく、フル規格で工事をやるということは大事なことと思います。そして、鳥栖でフリーゲ

ージトレインとなって、また、武雄で広い規格になるということは、長崎までの新幹線は武
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雄に全部とまるということになるわけです。それこそ武雄駅の大事な要素があると思います。

その点も含めてこの西九州ルートの思いというものを市長はどう思われているかお尋ねした

いと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

新幹線の西九州ルートについては、これは先般からお答えしていますとおり、あくまでも

新幹線は道具なんですね。したがって、いいまちづくりをして１本でも多く、昔ののぞみで

いう名古屋駅のように、とまるように努力をするというのが我々に与えられた政治行政の役

割だと思っております。これはまちづくりとセットと考える必要があるというふうに思って

おります。

さまざまなことをおっしゃっていただきましたけれども、そうかなと思うところと、そう

じゃないのになと思うところも多々ありますので、それは行政的にきちんと整理をして鉄

道・運輸機構であり、ＪＲ九州、国交省にきちんと物を申し上げたいというふうに思ってお

ります。

ただ、心配なのは民主党政権に変わって、長崎の民主党の議員さんたちは非常にサインを

あらわされていますけれども、佐賀県内の民主党の議員さんがその新幹線に対して、結構冷

ややかな目線を、私も直接お話を受けたことがありますけれども、それが非常に気になって

いますので、もう一回きちんと要望を、私たちの声で直接民主党政権、そして国交省に再度

し直す必要があるだろうというふうに認識をしております。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

私も新幹線特別委員会の一員として、この点は一生懸命審議し、陳情ができるものは陳情

し、早い建設が進み、我々の目的が達成することを期待して、新幹線運動を取り組みたいと

思います。

では、次に移ります。物産まつりは、ことしはいつ、どこで行われるか、お尋ねしたいと

思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

物産まつりは12月５日土曜日、そして翌日６日日曜日、武雄温泉駅を中心とし、周辺部で

行います。これは御質問にあります武雄温泉駅の高架完成記念と冠をつけ、駅の完成を祝う

形で開催をいたしたいと思っております。さらに、武雄温泉駅並びに東西の高架下を活用し、
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開催するように実行委員会で今計画を最終的に練っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

物産まつりも北方から山内と移り、今度は武雄の番じゃないかということで市民の関心が

あると思います。今、市長の声から聞きました。ぜひいい物産まつりとなり、今後、継続的

に地域の祭りとして発展するように計画がなされていくことを期待したいと思います。

次に、観光ガイドさんについてです。

今、テレビドラマ「がばいばあちゃん」のロケ地めぐり等の貸し切りバスがたくさん来て

いるわけです。このロケ地めぐり、川上にある淀姫神社のところですけど、あそこがなぜこ

んなにお客を呼ぶのかなと思うわけです。確かにテレビの高視聴率もありました。そして、

あのあるところの古いたたずまいのよさもあるかもわかりません。しかし、今、この淀姫神

社を観光地として一番盛り上げているのは観光ガイドさんじゃないかと思うわけです。観光

ガイドさんの流暢なる言葉、私に似ています。（笑い声）この観光ガイドさんをどう育て研

修なされているのか、私はこの観光ガイドさんというものは武雄の観光にはなくてはならな

い人と思っていますので、どう育てていかれるのか、お尋ねしたいです。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

おかげさまで淀姫神社の場合におきましては、地権者さん並びに地元川上区の御理解、御

協力が得られ、年々多くの観光客の方が訪れる、今はもう県内で有数の観光地というふうに

言われております。九州で佐賀県といった場合に多くの方が「淀姫神社」ということもおっ

しゃっています。行く行くは弥生時代の吉野ヶ里を視野に入れていきたいなというふうに思

っておるんですけれども、それがあながち冗談ではないのは、対前年比でデータを申し上げ

ますと、全体で11万4,000人お見えになっておるんですね。これは7.6％の増です、対前年比

で7.6％の増。特に日帰りは13万5,000人と、10.9％の増となっています。これは議員御指摘

のように、観光協会に登録されておられるボランティアガイド、特に高齢者の方が多くござ

います。自分のがばいばあちゃんとなぞらえて、小さかったときの貧しい話であるとか、思

い出話を入れて話をされておりますので、しかも、何人かの観光ガイドさんにはもうファン

がいらっしゃるそうで、もう何回もその観光ガイドさんの話を聞きに来られる方もいらっし

ゃると聞いております。そういう意味ではフジテレビの「佐賀のがばいばあちゃん」を越え

た存在になっているのかなというふうに思っております。この場をかりてお礼を申し上げた

いと思います。
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この養成につきましては、市でも新規ガイド者の募集、研修、これは講座、現地視察を行

っております。私も同行を何度かしましたけれども、非常に綿密なガイド養成を行っていま

す。今後も観光地の魅力アップのための重要なおもてなしの、言い方はどうかわかりません

けど、ある意味大使として位置づけて支援をしていきたいと思います。あわせて、このボラ

ンティアガイドの方々は、先ほど申し上げたとおり御高齢の方が多うございます。この方々

の生きがいにつながるようないろんな支援をしてまいりたいと、このように考えております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

ぜひ、この観光ガイドさんの努力に対し、報いるように頑張っていかれることが大事と思

います。そんな中で新しいガイドさんがふえて、また、武雄の語り部を聞きたいねというふ

うな話になることを期待したいと思います。

このテレビドラマ「がばいばあちゃん」の川上淀姫神社周辺のロケ地は、最初はテレビ撮

影時だけの協力ということで始まったわけです。その後、高視聴率にも支えられ、ロケ地め

ぐりの観光地となり、一躍武雄の観光地になったのは皆様御承知のとおりです。その間、正

式には朝日町黒尾の山口さん御一家の全面的な御協力のたまものと感謝したいと思います。

今回、契約の期限が切れた時点で、お年寄りを抱えた生活では大変重みになるということで、

ロケ地跡のおばあちゃんの家は新たなところに引っ越しになりました。最初に言いましたよ

うにテレビ撮影時だけの協力から始まった、テレビドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」のロ

ケ地めぐりとしての山口さん一家の御協力に対し、観光振興に対する貢献というものは多大

なものがあると思います。この点、市長は山口さん一家に対してどう評価されるのかお尋ね

したいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

淀姫神社にこれだけ多くの観光客の皆さん、地元の皆さんがお越しいただいたということ

の一番大きな要因は、先ほど御指摘がありました地権者の山口さん御一家の本当に献身的な、

私たちに対するおもてなしの気持ち、そして、いろんな生活の御不便があったというふうに

直接、間接聞き及んでおりますので、この場をかりて本当にお礼を申し上げたいところであ

ります。今後は、さまざまな数年間にかけて負担をかけてまいりましたので、ロケ地、まだ

移動していないと思いますけれども、対岸のほうに移動をさせていただいて、本当にもとの

静かな御生活に戻られるように我々としても支援をしていきたいと、このように考えており

ます。
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○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

今ある間は精神的に頑張ると言われておりますので、終わった時点では報いに対して何ら

かの形で感謝ができればいいなと思っております。そういうふうな配慮ができることを期待

しております。

次に、三樹物語です。前回の一般質問で市長は武雄にある３本の大楠、若木の大楠、武雄

の大楠、塚崎の大楠と３本の大楠は後世に残る遺産だということを訴えられました。そんな

中で武雄三樹物語を中心にしていろんな団体が一生懸命この３本の大楠を守り、観光ものに

したいということで頑張られております。その点も大事な武雄の観光になると思いますので、

今後、淀姫さんのがばいばあちゃん、その先にあります若木の大楠、また、武雄の大楠とな

りますので、これは水や木、大楠と自然を大事にする今からの時代にマッチした観光資源じ

ゃないかと思っています。それもぜひ大事に守り、育ててもらえればありがたいと思います。

市長、この点、思いをよろしくお願いします。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

武雄三樹物語の皆さんを初めとして、本当に歴史、文化、さまざまな集まり、個人の方も

いらっしゃいますけれども、武雄の３本の大楠を中心にしてさまざまな取り組みがなされて

おりますので、これについては行政でできる範囲できちんと支援をしていきたいなというふ

うに思っています。

今後なんですけれども、これはさきの議会でも申し上げましたけれども、３本の大楠、あ

るいは古武雄を中心としてもう１回見直そうというような集団、集まりの会を立ち上げたい

なというふうに思っております。これはあくまでも民間の方々が中心となって主導としてい

ただいて、それで行政が持っている知識であるとか、ネットワークであるということを加味

した上で、全市的にそういう勉強会になるものをしていきたいなというふうに思っておりま

す。まだ、形は今協議中でありますけれども、そういった形できちんと残していこうという

こと、そして次の世代に紡いでいこうということでしていきたいと思っておりますので、ぜ

ひ議会の皆様方の御理解と御協力をお願いしたいと、このように思っております。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

私は、今からの時代は自然というものが大事な遺産だと思います。この３本の木以上に、

またいろんなものが武雄の自然がありますので、それらを大事にしてもらいたいと思います。
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次に、この観光というものと農業というものが結びつかないかなというものを考えました。

今、農業者は大変苦しんでいます。農業者だけでなく、自営者は大変つらい時期だと思って

います。

そんな中で、私たち、さきの７月に認定農業者会の総会がありました。そこに私も参加し

ました。そこの研修として福岡県大和町のホワイトベリーというイチゴの観光農園の若い農

事組合法人の理事の方の講演を聞いたのです。この大和町というものはイチゴの一大産地で

す。最初は、地域の保育園の皆さんや特老施設等の老人会の皆さん等に食べさせるために小

さなイチゴのハウスを建てて、そこでイチゴもぎをしながら貢献されていました。それが時

代とともに青年農業者の団体である農協青年部の皆さんにどうにかしてくれということで譲

渡されて、その後、二、三年の間にホワイトベリーというイチゴの観光農園まで持ってきた

というようなところです。そこではイチゴのもぎとりやインターネット等での発信、そして、

大きな都市部での小売店への発送等、いろんなことを仕掛けられて安定的な農事組合法人と

いうものができております。

今、国は農事組合法人の設立と育成というものを一生懸命しております。そんな中で、こ

のホワイトベリーではありませんけど、観光と農業というもの、観光というものはイチゴ狩

りなり、今ブドウ狩りとか、ナシ狩りとか、伊万里地区でもありますように観光客のお客様、

消費者が目の前に来るということです。そんな中で農業が厳しい中でも若い人が頑張ってお

ります。それが今の観光農業の現実です。ぜひ、これを武雄でもどうにか持ち込むことはで

きないかなというのが私の提案です。天皇賞までもらったキュウリハウスの見学とそのキュ

ウリを使ったおいしい一夜漬け、黒尾地区には明神の里という漬物の里があります。そんな

ところと組んだキュウリハウスの見学とその後、武雄の食と温泉ツアーというふうな形、山

地を中心につくられているチンゲンサイ、消費拡大をねらってレシピもつくられてインター

ネット上でも流されております。そこで、チンゲンサイハウス見学と、おいしいチンゲンサ

イの料理教室、その後、武雄の食と温泉のツアーというふうな、私もＪＴＢの皆さんとつき

合う機会がありますけど、そんな中でこういうふうな話をすると、おもしろいねということ

で言われます。ぜひこんな関係はイチゴハウスも、また、畜産農家でも、あくまでもこの会

は農家の方の協力が得られなくてはできない事業です。今までの農業の見学は無料で、ただ

圃場を見せるだけというふうな形です。それでは農家には何もメリットはありません。それ

で、先ほどのキュウリやチンゲンサイやイチゴ、また、私も関係していますレモングラス等

などのお土産とセットとなった農業現場の視察、そして、その後、武雄の温泉につかりなが

らおいしい料理を食べられるツアー、こんなものが、お土産と見学料を、500円か1,000円と

いう有料のような形でしてツアーを組めば農業現場の元気にもなるし、いろんな販売にもつ

ながると思いますので、こういうふうな観光と農業というものができないかなと思っており

ます。
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今、唐津ではグリーンツーリズムということで、農家に泊まり込む修学旅行等の企画もな

されています。そこまでいかなくても、ぜひこういうふうな形で農業の方に幾らかでも収入

増につながるような道をつくるというのも大事じゃないかと思うわけですよ。その点、どう

思われるか、お尋ねしたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

ぜひそれを、山口良広議員を中心にしてまとめていただきたいと思うんですよね。やはり

これは行政がこうすべきだとか、あるいはＪＴＢさんがこうやるというよりは、もうみずか

らの足でこれをやりたいんだと。ただ、やっていくときに足らないところはここなんだとい

うことで我々がそれについて御支援をするというのじゃないと、とても長続きはしないと思

っておりますので、ぜひそういった卓抜なアイデアを、その計画に落とし込んで御相談をし

ていただきたいというふうに思います。

その中でやっぱり感じるのは、これ、以前読んだ本の中に書いてあって、どこかは失念を

いたしましたけれども、オーナー制、例えば、山口さんちのレモングラスがありますと。こ

この区画は例えば、福岡にお住まいの上田さん、ここの区画は熊本にお住まいの浦さんとか、

山口さんとかというふうにして自分が所有していると。それを例えば、手紙で送ったり、メ

ールで送ったりして成長しているところをすると、たまに自分が行っていろんなことを聞い

てというふうにすると、これ何回も来ていただけるんですよね。それと、やっぱり自分のも

のという意識づけになると、それはかわいいものだというふうに、私が読んだ本にはそうい

うふうに書いてあったんで、これは非常に参考になるなというふうに今御質問を聞きながら

思いました。

ですので、できればそこにオーナー制度みたいな、この木は松尾さんとか、例えば、この

イチゴのこの一画は大河内さんとかというふうにして、そういうことをしながら、その観光

と結びつけていただくということ。単に多分観光農園だけをすると、一回こっきりで終わっ

てしまうと思うんですよね。ですので、その成長の過程で来ていただいて、それを先ほどお

っしゃっていただいたような温泉とか焼き物につなげていくということがいいんではないか

なというふうに感じた次第であります。

いずれにしても、ぜひそのプランをまとめていただいて、また相談をしていただければあ

りがたいと思います。考える方向性は一緒であります。以上です。

○議長（杉原豊喜君）

９番山口良広議員

○９番（山口良広君）〔登壇〕

私もいろんな仲間とこの話は煮詰めていって、継続的な形で事業となるように頑張ってい
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きたいと思っていますので、そのときはよろしくお願いします。

そんな中で農業政策についてです。もうかる農業はどうしたらいいのか、今、農家生活は

大変苦しい時です。この前、繁殖牛農家の青年と話しておりました。子牛の生産原価は40万

円ぐらいかかるそうです。それが今、20万円そこそこぐらいにしか売れないということです。

先日、平野議員から最低賃金の話がありました。我々農業者だけではないと思います。自営

業者に最低賃金が上乗せされて農産物が売れたらどんなに楽になるかなということをつくづ

く感じたわけです。そのように酪農家にしても同じ。以前は、市内では10年程度前には20戸

以上の酪農家がいました。今は４戸に減少しております。このような現状は養豚農家にして

も、養鶏農家にしても、畜産農家、施設園芸農家にしても同じです。イチゴ農家、キュウリ

農家、チンゲンサイ農家、また花農家と、どこでも一緒です。悲鳴が聞こえるのが現実です。

中央で民主党が中心に新しい農業政策に期待するほかないのかなと思います。

そんな中で私が残念でならないのは、農水省が決めました農地の貸し手に対する交付金で

す。10アール当たり年１万5,000円を貸す方に交付するという制度でした。残念ながら、自

民党の惨敗の中でこれも民主党から凍結をされたようです。これは継続事業で５年間となっ

ていました。５年間継続ということは、集落営農にしても、認定農業者にしても、確かに農

業新聞等を見ますと、今、借り手のなかとこれ、がん資金ば出したっちゃ同じじゃなかやと

いうような意見もありました。しかし、安定的に借りる制度ができるならば、今、５年間あ

れば、今持っている機械を更新しても頑張ろうというふうな組織が、この１万5,000円とい

うものは、今までのいろんな制度は農家に対する補償です、生活補償でした。しかし、この

制度は農業の振興に絶対つながると私は思っていました。私はこの場でこれが凍結されなか

ったら、武雄版で、農業委員会でぜひこれをうまく使って小作料の減免に、安くするほうに

使えたら、たくさんの農地がひょっとしたら動くんじゃないかなということを感じたわけで

す。そして、それが安定できたならば、今、武雄の米、麦農家では一番問題になっておりま

すライスセンターがいつまでもてるだろうか、早いうちに補助金があるうちにカントリーを

つくらないと、武雄の農業は全滅するんじゃないかなというふうな危惧を感じているのは私

だけかもしれませんけど、若い認定農業者の会では常に話します。ぜひそこまでつながるよ

うな農業政策をやりたかったわけですけど、今の混迷した農政の中では、民主党が考える所

得補償方式という制度がどうなって、戸別の所得補償をしたら、佐賀の農業で個人個人にば

らまかれたら、集団で、小池議員もおられますけど、農業を中心とした団体の農業あってこ

その武雄の農業、佐賀の農業だと思っています。そのためにはこの制度をうまく利用したか

ったわけですけど、これも制度がかわり、どうもこうもなりません。この点の質問は次回か、

その次か、制度が充実したときにこの場で真剣に議論したいと思います。

これをもちまして、私の一般質問を終わります。

○議長（杉原豊喜君）
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以上で９番山口……

〔29番「議長」〕

29番黒岩議員

○29番（黒岩幸生君）

議事進行といいますか、一般質問のあり方について、少し進め方を言いたいんですけれど

も、ただいま話を聞いてですね、実際の感想を言いますと、全くふざけていると思うんです

ね。緊張感も何もない。私も言われましたけれども、吉川議員があれだけ住民の心を、気持

ちをとるためには現場に行って、写真まで撮られて、パネルまで用意されてですよ、そして

訴えられて１つの方向を持っていくと。一生懸命なんですよね、市民の皆さん方の声を聞く

ために。それは確かに質問は自由ですよ。一般質問だから、どこをしてもいい。しかし、質

問がダブったのであれば、それは仕方ないと思います。しかし、どう見ても今の３つの中で

吉川議員とダブったとは思えないんですよね。ただ単なる宿り木質問。根も張ってない、何

も張ってない、人のしり馬に乗る。それも同じくですね、２つ重なっとった場合、後に来た

人は仕方ないけど言えないですよね、前の人が言えば。そうじゃなくてですね、ここを見て

やると、そういうやり方はやっぱり我々議員として、ここでしなければならないのは市民の

皆さんの声を代弁することなんですよね。そこら辺の学芸会じゃないんですからね。やっぱ

り緊張感を持つべきと思うんですよ、皆さんが。

それとですね、私の場合はいいですよ。私の場合、実は当たり前のことを言いますと、こ

の黒尾のこの道は以前話したんですよ。こういうところをせんですかと、けが人が出る前に、

山口さん、がんとこばせんねと、本人に言ったんですよ。しかし、されなかったし、もう会

期ですからね。

実は私、繁昌の人から頼まれた、この道は。頼まれたから、山口さんにやった。しかし、

ここまでされなかったから仕方なく、私、ここに出しているんですよね。それを言われるの

は結構ですよ。前、終わった人をですね、恐らく通告書を見てやられたと思うんですね。自

分とは入っとらんでしょう。こういうことはやっぱりやめましょうと。ぜひ議長、どこかの

席でこの話はしとったがいいと。そうしなければ、こんな質問をしているかと思えば、我々

一生懸命寝られんごとしてパネルをつくったり、いろいろ考えて現場に何遍でも行ってです

ね、本当に質問するまで緊張の限りですよ、あさってですけどね。みんなそうやってきてお

るのに、今みたいに冗談めかしに、できたのに乗っていくというやり方は、ぜひともやめて

いただきたいと思います。

○議長（杉原豊喜君）

ただいまの議事進行についてでございますけど、一般質問については議員の特権でありま

して、私らも制限することはできません。しかしながら、内容について、議員がやはり市民

の声を代弁する、市民の代表で質問していただくということで、本当に自覚を持って一般質
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問をしていただきたいと思います。（「みんな自覚を持ってやりよるさいね」「何てなかで

しょうもん」と呼ぶ者あり）

何ですか。（「それで自覚持ったと言えんでしょう、何言いよっとですか」と呼ぶ者あ

り）責任を持ってしていただきたいと思います。

先ほどの議事進行につきましては、事務局と相談の上、今後検討しながら、議員の皆さん

にもいろんな面でお願いをしてまいりたいと思います。

以上で９番山口良広議員の質問を終了させていただきます。

以上で本日の日程は終了いたしました。

これにて散会いたします。どうもお疲れさまでした。

散 会 16時16分


